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情報通信政策の動向
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高度情報通信社会推進本部の動き

｢鳥度情報通f,l社会推進に向けた基本方針｣を見直し

　

６年８月、我が国の高度情報通信社会の構築に

向けた施策を総行的に推進するとともに、情報通

信の高度化に関する国際的な取組に積極的に協力

することを目的に、内閣総理人臣を本部長、内閣

官房長官、郵政人臣及び通商産業大にXを副本部長、

その他令閣僚を本部員とする高度情報通信社会推

進本部が設置された。

　

同本部の10年度における取組は、以ドのとおり

である、、

①電子商取引

　

10年６月、電子商取引等検討部会において、報

告書∩電子商取引等の推進に向けた日本の取組]が

取りまとめられた、報告iﾆIFでは、電子商取引等推

進の基本原則を、民間主導、政府による環境整備、

国際的な調和とし、電子認証、プライバシー保護、

違法･有害コンテンツ対策、消費者保護、関税等を

論点に挙げるとともに、今後の政府の取組として、

制度的課題のすべてに関する早急な検討及び措置、

関係省庁一体による取組等を提言した。

　

同年９月、同報告書に基づき、政府･体となっ

た取組を積極的に推進することが本部決定された。

②コンピュータ西暦２０００年問題

　

10年９月本部のドに関係省庁の事務次官等をメ

ンバーとする｢コンピュータ|叫暦2000年問題推進会

議｣及び専門家による｢コンピュータ西暦2000年問

題に関する顧問会議｣が設置された。また、コンピ

ュータ西暦2000年問題への対応について万全を期

すため、政府広報、マスメディア等によるこの問

･'A゛r-4りﾀを4･･，Z～･J,Sφ

題の電要性、緊急性等の周知徹底、中央省庁のコ

ンピュータ西暦2000年問題対応指針に基づく模擬

テスト実施等を含む総点検実施、所管省庁による

民間重要分野への対応等を内容とする｢コンピュー

タ西暦2000年問題に関する行動計画｣が本部決定さ

れた(3-3-2(2)参照)｡｡

③高度情報通信社会推進に向けた基本方針の見直

　

し

　

７年２月に策定された｢高度情報通信社会推進に

向けた基本方針｣について、インターネットの爆発

的普及、電子メールの活用、携帯電話をはじめと

する携帯情報端末の普及、グローバルな移動通信

の出現等、その後の状況変化と、電子商取引実用

化への機運の高まり等、新たに生じた種々の政策

課題に取り組む必要が生じた。そこで、我が国の

高度情報通信社会の構築に向けた基本的な考え方

と基本的方向性を示すための見直しを行い、10年

11月、新方針が本部決定された。

　

新方針においては、高度情報通信社会の構築を

推進していくため、特に必要かつ重要な点として、

電子商取引の普及、電子政府の実現、情報リテラ

シーの向上／|青報通信インフラの整備を当面の目

標として掲げている(図表①)。

　

高度情報通信社会推進本部では、年１回、基本

方針に基づく施策の実施状況をフォローアップし

ており、関連施策に関する予算額を取りまとめて

いる。予算額の推移は、図衣口のとおりである。

閏連サイト：電子商取引等の推進に向けた日本の取組（htlp://ｗｗｗ.kantei.9０.jp/ip/it/980622honbun,html)

　　　　　　

コンピュータ西暦2000年問題に関する行動計画（http://ｗｗｗ,kantei.9０.jp/jp/pc2000/980911action.html)

　　　　　　

高度情報通信社会推進に向けた基本方針（htlp://ｗｗｗ.kanlei.9０.jp/'jp/it/98111Okihon.html)



図表①「高度情報通信社会に向けた基本方針」の概要

　

3つの原則

民間主導

●公正有効競争の下、民間主導

●デファクト･スタンダード｀の形成等、ルール

　

形成に果たす役割増大

政府による環境整備

●民間活力を引き出す環境整備

●自ら最大の需要家として需要サイドを牽引

国際的な合意形成に向けた

イニシアティブの発揮

●国際的な調和の確保

●国際標準の議論への積極的取組

これからの

進め方

4つの目標

電子商取引の普及

●電子認証、プライバシー保護、違法･有害コンテンツ対策、

　

消費者保護等の取組の具体化

電子政府の実現

●公共分野の情報化による、社会経済全体の情報化の推進

●郵便局の実験を含むワンストップ行政サービスの実施

情報リテラシーの向上

●学校教育におけるインターネットの活用等､情報リテラシーの

　

向上、人材の育成、教育の情報化を推進

情報通信インフラの整備

●次世代インターネット、光ファイバ網、グローバルな移動

　

通信システムをシームレスに接続し、放送のデジタル化と

　

あわせてトータルデジタルネットワークを構築

政府として具体的かつ明確な目標、スケジュールを示したアクションープランを作成

電子商取引の取組の強化、情報リテラシーの向上に政府一体として取組

図表②

　

情報通信の高度化に資する施策に関する予算額の推移

(年度)

　　

８

９

10

１１

公共分野の情報化等
(アプリケーションの開発･普及等)

1兆1,101億円

それ以外の
施策

1,865億円

2,681億円

15,000

3,028億円

3,014億円

20,000(億円)
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5,000

内閣官房内閣内政審議室資料により作成

10,000
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我がII壮烈斉再生にとって、情報通信は弔]要な柱との位置づけ

　

我が国の経済を回復帆道に乗せるとともに、21

世紀における活力ある経済社会を実現するため、

政府は、10年４月に総分経済対策、同年11月に緊

急経済対策を取りまとめたI

　

両経済対策及びこれに基づき編成された補正予

図表t=

　

総合経済対策における情報通信(抄)

21世紀を見据えた社会資本の整備等

　　

国を中心とした社会資本等の整備等

算において、情報通信の高度化は科学技術の振興

等とともに重要な柱と位置づけられ、郵政省は両

経済対策に沿って、我が国経済の再生を目指し、

各種施策を推進している｡

将来の発展基盤となる情報通信の高度化･科学技術の振興

　

我が国将来の発展基盤となる情報通信の高度化や科学技術の振興を図るとの観点から、

研究開発用超高速光ファイバネットワーク、地上放送デジタル化促進のための研究開発

施設、電線共同溝の整備等を図るほか、電子商取引の推進、情報通信の高度化のための技

術・研究開発の促進等を行うとともに、先端的・独創的・基礎的研究開発の推進、新規産業

創出を目指した産学官連携の促進並びに次世代を担う若手研究者育成等を図ることとし、

情報通信高度化・科学技術振興特別対策事業として１兆円程度の事業を推進する。

図表ﾀﾞg･

　

第1次補正予算における情報通信高度化

総額4兆6,455億円

　　　

総額の約18％に当たる8,265億円

このうち、郵政省が行う施策は、

①研究開発用ギガビットネットワークの整備

　

(510億円)

②地上デジタル放送研究開発用共同利用施設の

　

整備(350億円)

③地域活性化のための電気通信格差是正事業の

　

推進(59億円)等

　　　　　　　　　　　　　

合計:1,100億円

関連サイト：総合経済対策(http://www. epa.go.jp/98/b/19980424taisaku.htmﾛ

　　　　　

緊急経済対策（http://ｗｗｗ.ｅｐａ､9ｏ.jp/98/b/19981116b-taisaku､html)



図表③

　

緊急経済対策における情報通信(抄)

第二章

　

経済再生のための緊急対策

U21世紀型社会の構築に資する景気回復策

21世紀型先導プロジェクトの実施

　

(1)先端電子立国を形成するための２つのプロジェクト

　　

①次世代インターネット構想、国･地方公共団体等の情報化、強力な電子政府、ワンストップ行

　　　

政サービス等情報化

　　

②通信コスト引き下げ、情報ハイウェイ、光ファイバ網、ＣＡＴＶ網等の整備・高度利用

　

(2)未来都市の交通と生活を先取りする３つのプロジェクト

　　

①高度道路交通システム(ＩＴＳ)を実用化

　

(3)安全一安心、ゆとりの暮らしを創る２つのプロジェクト

　　

①電線共同溝等の整備、テレワーク(在宅勤務等)の推進

　

(4)高度技術と流動的人材の養成で創る未来型就業社会実現のための４つのプロジェクト

　　

①高度未来技術の開発・研究、人材・組織育成、研究施設整備、情報収集を積極的に推進

　　

③新規起業家育成のための資金調達面をはじめとする支援

産業再生･雇用対策

　

(1)産業再生計画の策定(中小企業関連施策を含む)

　　

③新規･成長１５分野における技術開発・普及等

　　

⑥経済・社会の情報化や次世代の情報通信基盤の整備に向けた投資

社会資本の重点的な整備

　

(1)社会資本整備に当たっては、①景気回復に即効性のあること、②民間投資の誘発効果が大き＜、

　　

地域の雇用の安定的確保に資すること、③21世紀を見据えて真に必要な分野に重点化すること

　

(2)具体的には、｢21世紀先導プロジェクト｣も踏まえ、①晴報通信・科学技術、②環境、③福祉・

　　

医療・教育…に重点的な投資を行い、21世紀を展望した社会資本の緊急整備を行う。

図表④

　

第３次補正予算における情報通信･科学技術特別対策費

総額３兆9,601億円

　

総額の約22％に当たる8,885億円

このうち、郵政省が行う施策は、

①学校における複合アクセス網活用型

　

インターネットに関する研究開発

　

(300億円)

②生活空間創造事業(139億円)

③ふるさと情報化促進事業(98億円)

④次世代情報通信産業創生のための

　

研究開発(119億円)

⑤地上デジタル放送研究開発用共同

　

利用施設の整備(110億円)等

　　　　　　　　　　

合計:825億円
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国民生活向‥Iこ、雇用確保･生産性向上のための投資拡大に重点

　

｢生活空間倍増戦略プラン｣及び｢産業再生計画｣

は、10年11月の緊急経済対策において、これらを

策定することが盛り込まれ、11年１月に閣議決定

された。その概要は以ドのとおりで、今後、生活

空間の倍増及び産業の再生に向け、重点的な予算

配分、規制緩和等の措置が取られることとなった。

①生活空間倍増戦略プラン

　

長引く景気停滞等による国民の将来に対する不

安感を払拭レ国民が将来にわたり夢と希望を持

てるようにするため、国民が多様な価値観をそれ

ぞれに活かすことができる活動の場としての生活

空間げ住空間]、｢買い物空間｣、｢遊空間・田園空

間・健康空間｣、｢教育・文化空間｣、｢高齢者にや

さしい空間｣、｢女性が活躍できる空間｣、｢安全な

空間｣、｢環境にやさしい空間｣、｢交通・交流空間｣

及び｢職空間・ゆとり時間｣)の倍増を目指すもので

ある。今後５年間を視野において、官民が協調し

つつ、生活の向上に必要な投資を推進することと

した。

　

郵政省では、道路交通情報通信システム(vies:

VehicleInformationAnd Communication Systems)等

の高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport

Systems)の推進、次世代インターネット等に係る技

術開発、次世代携帯電話(ＩＭＴ-2000)実用化、放送

のデジタル化、研究開発用ギガビットネットワー

クを利用した研究開発の推進、光ファイバ網の整

備、先進的アプリケーションシステムの開発･導入、

テレワークの推進及びワンストップ行政サービス

の推進等の政策により、｢交通・交流空間｣、｢高齢

者にやさしい空間｣及び｢職空間・ゆとり時間｣等の

拡大を図ることとしている。

②産業再生計画

　

日本経済については、生産性を引き上げる供給

サイドの政策を推進し、潜在成長率の伸びを回復

させることが中期的な課題で、官民それぞれの役

割分担にしたがった取組で、より効率的で生産性

の高い産業活動が、既存分野、新規分野を通じて

活発に行われる必要がある。

　

そこで本計画では、個人等の開業、ベンチャー

ビジネスの振興・支援、既存企業の企業内起業や

分社化等による新規事業の開拓・拡大に向けた環

境整備を行うとともに、創造的な技術の開発・普

及を図り、効率的な経済活動を支える主要インフ

ラの整備として、情報化社会への投資と物流シス

テムの高度化に向けた投資を推進することとした。

　

郵政省では、高度に情報化された｢電子政府｣を

目指したワンストップサービス、関係省庁(警察庁、

通商産業省、運輸省、建設省)との連携に基づく高

度道路交通システム(ITS)の推進、次世代情報通信

基盤の整備、情報通信分野における公正有効競争

条件の整備等の政策を推進することとしている。

閏連サイト：生活空間倍増戦略プラン㈲lp://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/990202seikatu. html)



中央省庁等における行政情報化の動き

｢行政情報化推進基本計両｣等に基づく取組を推進

　

中央省庁等の行政情報化は、｢行政情報化基本計

画の改定について｣(９年12月閣議決定バこ基づき、

14(2002)年度までの５か年計画で推進されている、

①10年度の主な動き

(i)バーチャル・エージェンシーの発足

　

省庁の枠を超える問題の増加に対し既存の省

庁の枠組みにとらわれない新たな推進体制を整備

するため、10年12月、内閣総理人臣直轄の省庁連

携タスクフォースとしてバーチャル・エージェン

シーが発足した。バーチャル・エージェンシーに

は、電子政府の実現に向けたミつのプロジェクト

｢自動車保有関係不続のワンストップサービス、政

府調達手続きの電子化及び行政l｣ﾉF務のペーパーレ

ス化の各プロジェクト)と、教育の情報化プロジェ

クトが設置され、省庁の枠を超えた取組が行われ

ている。内閣審議官の併任発令を受けたメンバー

は、各省庁に籍を置きながら、コンピュータネッ

トワーク等を活用して、バーチャル・エージェン

シーの業務を遂行している､つ

(ii)規制緩和の推進

　

｢規制緩和推進３か年計画(改定)｣(11年３月閣議

決定川二おいて、申告･申請手続の電子化、ペーパ

ーレス化、特にワンストップサービスの実施に向

けたインターネットを活用した行政手続の案内･教

示、様式の提供、手続自体のオンライン化等、行

政情報化の一層の推進が決定された。

②11年度の主な取組方針

(i)行政サービスの質的向上

　

行政情報の提供に当たっては、ホームページを

活用し、オンラインによる提供と、国民からの意

見、要望、門い合わせの受付等にインターネット

の活JI]を進める、また、鳥齢行、障害者等に配慮

したホームページの音声出l力等、情報提供機能の

高度化の検討を行い、逐次高度化を㈲る

　

さらに、

国民が自由に利川できる端末を同の出先機関等に

配備し行政情報への電卜的アクセスT一段を持だ

ない同民の利便等の向しを図る(1-4-1、3-8-1(2)参

照)

(ii)申請・届出等手続の電子化

　

各宵庁において申請・届出等１続のオンライン

化に向けた取組を推進するっ千続の電子化に当た

っては、各宵庁において、自動受付等による受付

時間の延長、24時間化、システムのネットワーク

化等による中請地制限の緩和、アクセスポイント

拡大等の利便性向上を㈲る｡

(iii)ワンストップサービスの実施

　

12年度内を目途に、総務庁の総合行政サービス

システム経由による行政手続きの案内・教示、申

請等様式のオンライン提供の横断的・総介的サー

ビスを開始することとし、各省庁において、ホー

ムページへの行政手続きの案内情報、様式等必要

な情報の掲載を進める(3ふ1山参照)ﾕ

(iｖ)行政情報化推進のための基盤整備

　

各省庁において、地方支分部同等を含め、必要

な職員へのパソコン１人１台配備を進めるほか、

省庁内ＬＡＮ、霞が関ｗＡＮ等のネットワーク基盤の

高度化を図る(2-9-4(1)参照)。また、政府として、

行政情報化推進のため、電子文書の原本性の確保

方策、行政手続のオンライン化に対応した申請者

等の認証機能、下数料等の納付方法等、共通課題

の解決に向けた基本的考えﾉﾌﾞを取りまとめるｰ

関連サイト：行政情報化基本計画の改定について(http://www.somucho､go.jp/ gyoukan'kann'kaitei9 htm

　　　　　　

規制緩和推進3か年計画(改定レミhttｇ//ｗ　ｗｗ.somucho,90ダgyoukan/kanri･990422a.htm
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21世紀における高度情報通信社会の在り方と行政が

果たすべき役割

　　　

電気迪信審議会に、高度情報通信社会の将来像と行政の役割を諮問

　

近年の全田:界的なインターネットの爆発的普及、

　

目指すべき高度情報通信社会の将来像及びその実

デジタル技術の飛躍的発展等を背景として、高度

　

現に向けた過程の中で行政の果たしていくべき役

情搬通信社会への移行が急速に進展している。個

　

割について検討することを目的に、10年12月、電

人を含め、あらゆる主体がグローバルな規模で容

　

気通信審議会に対し、21世紀における高度情報通

易に情報を受発信できる社会への移行は、文化、

　

信社会の往り方と行政が果たすべき役割について

社会、経済のあらゆる側面で、これまでの価値観、

　

諮問を行った([図表仁

システム、制度等を変革していくことが予想され

　　

現在、通信政策部会の下に、文化・社会小委員

る｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会及び経済小委員会を設置して審議が行われてお

　

このような流れの中で、国民性、社会･産業構造

　

り、11年５月に中間取りまとめが行われた。

等における我が国の特性を踏まえ、我が国として

図表

　

高度情報通信社会の在り方に関する検討フロー

情報通信技術の発展

デジタル化による多様な形式のデータの融合

　　

データ伝送・処理コストの劇的な低下

　　　

距離の制約を超越したグローバルな情報の受発信

　　　　　　　　　　

大量の情報の受発信

文字、音声、映像など、多様な形式によるコミュニケーション

従来のシステム・制度の変革
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電気通信市場の改革

（1）電気通信市場における競争環境整備

　　　　　

電気通信市場における競争の‥一刷の進展を|ヌ1ることにより、

　　　　　

料金の低廉化、サービスの多様化･鳥度化が期待される

　

郵政省は、情報通信市場の一一川の活性化を促し

情報通信産業の田際競争力の向|こと利川竹の利便

の向ヒを図るため、第1次情報通信改革として、

ＮＴＴの再編成、接続政策の推進、規制緩和を一体

図表

　

10年度におけ

的に推進しているところである-

　

10年度においても、ＫＤＤ法の廃|ト等の改竹が実

現した(図表)

10年7月

　

ＫＤＤ法の廃止

　

国際電信電話株式会社法を廃止し、ＫＤＤを純粋民間会社化

10年11月

①料金規制の見直し

　

第一種電気通信事業に係る料金規制を、原則として、認可制から届出制に移行

第二種電気通信事業者も、一定の要件に合致すれば、自ら設置した端末系伝送路設備を役務の

提供に用いることができるよう措置

③第二種電気通信事業の区分見直し

　

これまで、特別第二種電気通信事業は、国際通信サービスを提供するもの及び電気通信設備を

　

不特定かつ多数の者の通信に供し、一定の水準以上の規模の通信設備を有するものとされてい

　

たが、今後は、これを国際通信サービスを提供する事業及び公専公接続により音声を伝送する

　

サービスを提供する事業に限定し、その他は比較的規制の緩やかな一般第二種電気通信事業に

　

区分を変更した。

　　

(公専公接続とは、専用線の両端に公衆網を接続するものであり、この仕組みを利用すれば、

　

企業の社内専用線を活用し、社内の利用者のみでなく、一般利用者を対象とする廉価な電話サ

　

ービスの提供が可能となる。)

④業務委託の認可の緩和

　

これまで、第一種電気通信事業者が電気通信業務の一部を委託する場合には、全て郵政大臣の

　

認可を必要としていたが、受託者が委託者以外の電気通信回線を用いて委託された業務を行う

　

場合のみ郵政大臣の認可を必要とすることとした。

11年3月

等の見直し

無線設備の技術基準適合証明制度及び端末機器の技術基準適合認定制度において、内外の民間

事業者及び外国の認証機関の能力を活用
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(２)新料金制度の導入

地域通信Ili場においては、プライスキャップ規制を導入

　

現在、我が国のj.=b:気通仁巾場においては、新規

参人昔が着実に増加するとともに、そのシェアも

増人するなど競争が急速に進展しつつある｡特に、

長距郎・閥際通仁巾場やインターネット接続サー

ビス町のデータ迦仁巾場は、競争的になってきて

いる

　

こうした中、事業犬の積極的な行営展開の

促進、利片者ニーズの多様化への対応等から、事

業行のより迅速かつ機動的な料金設定を口f能とす

る必唆がある。

　　

リム地域通仁巾場においては、部分的な新規

参人はあるものの、実質的にＮＴＴによる独占的な

サービス提供が行われている｡このような競争が

不|一分な分野においては、市場メカニズムを補完

するため行政による一一定の規制が必要であるが、

その場合にし

　

⑤業若に経宮効率化を進める誘囚

図表ｉ

(2)

図表･ｔ

　

基準料金指数の算定方法

を付与することにより料金低廉化を促していく必

要がある

　

こうした近年の電気通信市場の実態や競争状況

に適合した料金制度として、10年５月、電気通信

事業法の一部が改IIでされ、第浦R電気通信事業者

の電気通信サービスに関する料金について、原則

認可制から原則川川川へ変更された(図衣①)。ま

た、競争が十分に進展していないサービスであっ

て、利川者の利益に及ぼす影響が大きいサービス

については、郵政宵が、適正な原価や物価等の経

済事情を考慮して、適切な料金水準である基準料

金指数を設定し(図衣寸八基準料金指数以下の料

金は届出対象料金とする一方、基準料･金指数を超

える料金は認可対象料金とする、上ｍ価格方式(プ

ライスキャップ規制)が導入された。

（1）原則認可制から原則届出制へ移行

　　

第一種電気通信事業者は、電気通信サービスに関する料金を定め又は変更する場合には、その実施前に届け出るものとする。

　　

料金の適正性を確保するため、次の要件に該当する場合には、郵政大臣は、料金の変更を命じることとする。

　　

①料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき

　　

②特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき

　　

ｊ他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当で

　　　

あるため、利用者の利益を阻害するものであるとき

（3）意見申出制度の導入

　　

利用者や競争事業者は、郵政大臣に対して、電気通信サービスに関する料金その他の提供条件について苦情その他の意見

　　

の申出を行うことができることとする。

（4）上限価格方式の導入

　　

競争が必ずしも十分でない都道府県内の通信市場において指定電気通信設備を用いて提供する電話サービス、ISDNサービ

　　

ス及び専用線サービスについては、事業者に自主的な経営効率化のインセンティブを与えるため、上限価格方式を導入する。

基準料金指数の算定

基準料金指数＝前期の基準料金指数×(１十前年度の消費者物価指数変動率一生産性向上見込率(×)±外生的要因)

※1初回の基準料金指数は、導入時の料金水準を100として表す。

や2生産性向上見込率(×)は、需要及び合理的な将来原価の予測に基づき、電気通信分野に特有の生産性向上見込率を算

　　

出することにより算定し、3年ごとに見直すこととする。
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(３)電話会社事前登録制

ＮＴＴと他lf業行とのダイヤル方法の公平を図ることによる公IE競争条件の幣備

　

電話会社事前登録み|｣(優先接続川ま、電話サービ

スの提供に関し、地域射町業者(加人刮目|線を介む

地域通信網を設置してサービスを提供する事業犬)

が、接続事業者けt訓或通仁網に接続してサービスを

提供する事業者)に対して提供する機能であり、利

用者が接続事業者のサービスを利川する場合に、

あらかじめ特定の雅業者を選択し付録しておけば、

当該事･業者の事業者識別爵号のダイヤリングを省

略して通話をl仔能とする什組みであるI

　

郵政省は、11年夏のＮＴＴ再編に伴い、優先接続

の導人を検討する必要があることから、10年３月

より｢優先接続に関する研究会｣を開催した、同研

究会では優先接続を巡る論点整理及び導人に向け

た基本的方向についての検討がなされ、同年11月

に報告書が取りまとめられた。

　

報告書では、利用者利益の確保の観点から、利

用者がより簡便な手順で電話サービスを利用でき

図表

　

優先接続のイメージ

東西地域ＮＴＴ窓口等

●新規契約者

　　

新規契約時

　　

(東西地域

　　

ＮＴＴ窓口)

●既存契約者

　　

各長距離

　　

事業者の

　　

営業時

契約者

↑

ト

1 1 1 1

優先登録申込書

(県内市外通話)

－＿｝

×

×

Ａ事業者

Ｂ事業者

Ｃ事業者

Ａ事業者

　

OOXYa

(Ａ事業者登録)

　

06-789-1234

ることが甲ましく、優先接続の埠人により現在よ

りダイヤル桁数が増えたり、複紺になるような万

態はできる限り回避する必要があるとしている

また、我が国における優先接続導人の必要性とし

て、11年夏のＮＴＴの丙編成に伴い、既存のＮＴＴ利

用者が長距離ＮＴＴの長距酬通託サービスを利川す

る場背、ダイヤルカ'式は現状のままとすることが

適肖と考えられるため、利川者利便を確保しつつ

公止競争条件を確保する方策として、長距離通話

について優先接続を導人することが適当であると

の提言がなされた。

　

郵政省では、今後、これらの提言を受け、関係

事業1行間でシステムの詳細を議論するための[優先

接続導入準備委只会]を設回し、実施要綱を作成す

るとともに具体的なシステムスペック、費川負担、

実施細目、利川肴への周知方法等を検討すること

としているっ

Ｂ事業者

OOXYr

C事業者

00χΥｃ

　

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

中継交換機

市内交換機

（Ｂ事業者登録）（Ｃ事業者利用）（Ａ事業者利用）

06-789-1234

　　

OOXYc-
06-789-1234

06-789-1234

3・2・2

第
２
節

２

電
気
通
信
市
場
の
改
革

215



3・2・2

第
３
章

２

電
気
通
信
市
場
の
改
革

216

(４)番号ポータビリティ

　　　　　　　

12年度を目途に、できるだけ早い時期に導入

　

番号ポータビリティとは、利用者が契約する電

気通信事業者を変屯してもこれまで使用していた

電話番けを引き続き使用できるようにすることで

ある。

　

現在、利用者が契約する電気通信事業者を変更

する際、電話番号の変更を余儀なくされ、番号変

更の周知のために大きな負担がかかっている、番

号ポータビリティが実現されると、同じ番号を引

き続き使用できるようになるため、利用者がより

電気通信事業者を選択しやすくなり、利用者の利

便性の向上及び事業者間の競争の促進が図られる

ものと期待されている､。

　

こうした中、8年12月の電気通信審議会答申｢接続

の基本的ルールの在り方について｣においても、利

用者の利便性の向｣ﾕ及び事業者間の競争の促進を

図るとの観点から、12年度を目途にできるだけ早い

時期にこれを導入する旨の提言がなされている。

　

この提言を受け、番号ポータビリティの実現方

式について検討を行うため、郵政省は、９年８月

から｢番号ポータビリティの実現方式に関する研究

会｣を開催し、10年５月にその報告書が取りまとめ

られた。報告書では、望ましい実現方式(図表)に

ついて提言がなされているほか、事業者間で早期

に検討する事項として、実現方式に基づく信号方

式の標準化や、利用者からの申込みに対する処理

方法などを挙げている。

　

このうち、信号方式の標準化については、10年

11月、(杜)電信電話技術委員会において標準信号方

式の策定がなされた。

　

また、郵政省では、番号ポータビリティの実現

に向けて、その際の費用負担の在り方についての

検討に資するため、10年９月より｢番号ポータビリ

ティの費用負担に関する研究会｣を開催してきたが、

11年３月、番号ポータビリティの実現に当たり必

要となるネットワークの改造費用等の負担方法に

関する報告書がとりまとめられた。

図表

　

提案されている一般加入電話・ＩＳＤＮの番号ポータビリティの実現方式

【最適回線再設定方式】

　　　　　　　　　

中継事業者

　

中継

交換機

加入者
交換機

発信事業者

Ｆ

データベース

ｙ

　

中継
交換機

移転元事業者

　

中継
交換機

加入者

交換機

【最適回線再設定方式のオプション】(関係事業者間で合意が得られる場合)

　　　　　　　　　　

中継事業者

一

　

-
移転先事業者

　

Ｅ

　

発信事業者

　　　　

発信

　　　　　　　　　　　　　　　

着信

（１）発信事業者は､発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者

　

Ｅ

　　

まで回線設定を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｅ

（２）移転元事業者は､ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリティ

　

ｉ

　　

により移転していることを確認し､移転先を示す情報を取得する。

（３）移転元事業者は､取得した情報に基づき､必要に応じて､移転元事業者Ｅ

　　

内で回線を開放し､移転先事業者への回線設定を起動する。

発信

移転元事業者≒j／

　　

７「

(１)発信事業者は､発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者

　　

まで回線設定を行う。

(２)移転元事業者は､ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリティ

　　

により移転していることを確認し､移転先を示す情報を取得する。

(３)移転元事業者は取得した情報に基づき､前位事業者(中継事業者又は

　　

発信事業者)まで回線を開放する。

(４)前位事業者が移転先事業者への回線設定を起動する。



放送分野における規制緩和の推進

放送の普及･発展に向けて各種規制緩射|措･i僅を実施

　

郵政省では、放送の普及・発展及びデジタル化、

多チャンネル化の円滑な符進のためにレ巾揚の発

展状況を踏まえて、10年度において、規制緩和措

置を図表のとおり実施した。

　

また、ケーブルテレビ放送施設の設置許町にっ

図表

　

１０年度におけ

いて、外国人等であることを欠格事山から削除す

ることなどを内容とする｢有線ラジオ放送･業務の運

用の規正に関する法律及び石線テレビジョン放送

法のｰ部を改止する法律案]を第145|n|国会に提出

したところである、

施策名(実施時期) 内　　　　　　　　　　　　　容

衛
星

放
送

①受託放送サービス料金に関する

　総括原価主義の廃止

　(10年6月)

受託放送事業者がトランスポンダ料金(衛星搭載中継機の使用料金)を自由に定め|

られることを目的として､総括原価主義に基づく料金算定を廃止。

②BS放送のデジタル方式への移

　行のための制度整備

　(10年6月)

マスメディア集中排除原則の適用除外として、ＢＳアナログ放送を行う事業者が、

郵政大臣への届出によりその放送番組と同一の放送番組のBSデジタル放送を同

時に行うことを認可。

③CSデジタル放送の周波数指定

　方式の追加

　(10年10月)

現行の伝送方式に加え､各事業者間における放送番組の伝送において､伝送容

量の一部を必要に応じ各瞬間ごとに他の番組に割り振ることにより､伝送容量を相

互に融通できる技術方式(統計多重方式)を活用。

ケ
ｌ
ブ
を

ア
レ
ビ

④ケーブルテレビ施設設置許可の

　申請者等の負担軽減

　(10年4月)

(i)許可申請書等の簡素化(添付書類の一部を不要とする､記載事項の簡素化)。

(ii)許可申請書等の磁気ディスク等による郵政大臣への提出､電磁的方法による

　　書類の作成･保存。

⑤電気通信事業者の加入者系光

　ファイバ網の利用

　(10年6月)

公正有効競争を確保した上で､電気通信事業者の加入者系光ファイバ網(FTTH:

fiberto the home)をケーブルテレビ事業者が伝送路として利用することを許可。

⑥ケーブルテレビ加入者網補完用

　無線局システムの実用化

　(10年9月)

過疎地域及び電線類地中化地域等ケーブル敷設が事実上不可能な場合､有線ネット

ワーク構築の補完的手段として､ケーブルテレビ事業者が各加入者宅又は集合住宅に

向けてケーブルテレビの番組伝送を行う23GHZ帯の無線システムを利用することを許可。
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官民共同出資によるテレコム･ベンチャー投資事業組合を設立

　

郵政省は、通信一放送分野の事業のうち、新た

なサービスを提供する事業や地域に初めて導入さ

れるニューメデイア等に対し、各種支援措置を講

じている､．

　

10年５月には、通信・放送新規事業者に対する

資金供給の円滑化、公的支援制度の拡充、民間資

金の活用促進等を図るため、竹民共同出資の政策

的ファンドであるテレコム･ベンチャー投資事業糾

合が設立された(図式)、通信・放送機構は、同組

合に対し10億円を出資し、同組今が、特定通信･放

送開発事業実施円滑化法(２年９月施行パこ基づき

認定された特定通信･放送開発新規事業の実施計㈲

に対して出資することとしており、10年度におい

て、１件の出資が実施された.．

　

このほか、通信･放送機構では、通信・放送分野

図表

　

テレコム･ベンチャー投資事業組合の概要

1‾iiii‾‾‾lll

j_??竺し_悩ｌ

※１

※２

　

--ﾚｻﾞ≠］

　

μ

テレコム・ベンチャー

　　

投資事業組合

ﾋ半作

の先進的・独創的な技術の研究開発を行うベンチ

ャー企業等に対し、研究開発費の一部を助成する

制度(先進技術型研究開発助成制度)を設けており、

10年度は、21件の事業に対し、助成金を交付した。

　

さらに、珀年度補正予算により、豊富な技術を

有する大学とベンチャー企業等の連携による先進

技術の事業化を促進するため、産学連携支援型研

究開発制度を設けた。この制度は、通儒・放送機

構が、大学に民間企業との連携に関する希望につ

いて照会後、その結果を公表した上で、ベンチャ

ー企業等から研究開発課題を公募し、優れた研究

課題として採択された場合、産学の研究共同体に

研究を委託するものである。本制度に対して、54

件の応募があり、このうちの９件が採択され、研

究を開始した。

売却益･投資元本

｜

｜

！

=-==･=四

出資

　　

・

　　　　

■■㎜㎜㎜■■■

　　　　　　　　　　　　　　

･･I㎜

ぶ訟雲慧温

ｊ

ｕｓ

　　

株式公開

……………………………ふう

i

　　　

=-¶-･¶I･････||･････-------¶･-･

アドバイザリー委員会

　

(機構・組合員等)
※３

業務執行

組合員

情報通信分野のニュービジネスを実施するベンチャー企業が､テレコム･ベンチャー投資事業組合から出資を受けるには､当該事

業に係る実施計画について､特定通信･放送開発事業実施円滑化法(通信･放送開発法)に基づき通信放送新規事業として郵政大
臣から認可を受けることが前提。

業務執行組合員とは民法６フO条に基づき業務執行を委託された組合員であり､当該投資組合の財産を運営･管理する｡具体的には、

投資先企業の発掘選定､投資後のフォローアップ､それらの業務に附帯する事務手続き等。
‾７ﾌIL｀ﾆ｀ﾆ111/｀|‘/|/1/¨ﾆ/i/1　ご/とｺ/八/1-I/“よ゜/7~41万//=一白1-/A/←/一犬　･ﾚ※３

　

アドバイザリー委員会は､業務執行組合員に対する助言等を行う。

関連サイト：通信・放送機構（h↑lp://ｗｗｗ.shiba.ｌａ０.9ｏ.jp/）
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先行整備期間

　

郵政省では、７年度より、特に、中継系に比べ

て幣備の遅れている加人行系光ファイバ網につい

て、丿業者の投資負川を軽減するため、｢加人行系

光ファイバ網幣備のための特別融資制度｣を創設し、

支援を行ってきている(図衣Ｕ.ﾕ

　

本川度は、通

信・放送機俳に基令を設け、加人者系光ファイバ

網整備に係るＮＴＴ－Ｃ'融資に対して、利八助成

(ＮＴＴ－Ｃ唐利とド限公利ドI坤J5年問２％、６年目

以降2.5%)のj俯を行うものである(資打31参照)｡。

　

我が国における10年度末の光ファイバ網整備状

況については、約27％の地域において整備される

見込みであり、順調に推移している(図表２ト

心壮Tご_………-……………_

ｊ加入者系光ファイバ網∧

　　　　　　

2000

J一＝●＝卜･=･哺－

(単位:億円)

　

本格的ｊ●●･I‘４－
整備期間

　　

2005年への

2010
(年度)

前倒しに向けて努力
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ネットワークインフラの整備

（１）光ファイバ網全国整備の促進

　　

2005年の光ファイバ網全国整備完了の目標達成に向け、整備は順調に推移

　

光ファイバケーブルは、既存の川軸ケーブルと

比べ、高速・広帯域伝送が日｣'能であり、かつ、伝

送中のデータ損失が箸しく少ないなどの特徴があ

ることから、電子[帛取引や遠隔[回俺等新しい情報

通信サービスを支えるネットワークインフラとし

て期待されている

　

６年５月、電気通信審議会答中｢21世紀の知的社

会への改吊でに向けて｣では、光ファイバ網の令匠幣

備の目標時則を2010年としていたが、その後９年

11月の経済対策閣僚会議において、｢光ファイバ網

全国整備の2005年への前倒しに向けて、民問事業

者の活力を生かしできるだけい開に実現できる

よう努力する」旨の決定がなされた。

図表①

　

加入者系光ファイバ網整備のための特別融資枠の推移

年　　　度 ７(創設時) ８ ９ １０ １１

融　資　枠 300 420 511 666 725

図表②

　

光ファイバ網全国整備のスケジュール

カバー率(目標値)

　　　　

100%

　

一一‥‥

　　　

全国

　　　

60％‥‥‥

　

人口10万人
以上の都市内

　　

20％‥‥
都道府県庁
所在都市内

　

主要地域
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(２)新たな加入者系無線アクセスシステムの導入

　　　

次11叱代の加入者系無線アクセスシステムによる地域通信市場の活性化

　

オフィス・家庭等と電気通信事業者の回線設備

との間を、直接、無線により接続して、大容量の

情報通信を旺能とするシステムとして、準ミリ波

帯、ミリ波帯(22GHz帯、26GHZ帯又は38GHz帯)を

使用する新たな加人者系無線アクセスシステムが

注目されている。

　

仮にこのシステムが実現すれば、低コストで整

備可能であることから、事業者の参人コストを大

幅に引き下げる可能性があり、実質的にＮＴＴによ

る独占的なサービス提供が行われている地域通信

市場における競争促進に資するものと期待されて

いる。

　

郵政省は、同システムのための無線局に係る関

係省令を10年12月に公布・施行した。また、これ

に合わせ、同システムの導入に関する基本的方針

等を10年12月に公表した。

図表①

　

準ミリ波帯・ミリ波帯加入者系無線アクセスシステムの概要

図表②

　

準ミリ波帯･ミリ波帯加入者系無線アクセスシステムの諸元

集合住宅

　　　

【Ｐ-ＭＰシステムの利用】

オフィス

P-Pシステム P-MPシステム

使用周波数帯 22GHZ帯､26GHZ帯､38GHZ帯 26GHZ帯､38GHZ帯

通信方式
複信方式 周波数分割複信方式 周波数分割複信方式又は時分割複信方式

接続方式 - 周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式

変　調　方　式
4値以上の多値変調方式

(4PSK､4FSK､16QAM等)
GMSK､４相以上のPSK又は16値以上のQAM

空中線電力 0.5W以下 0.5W以下

伝　送　容　量 156Mbps以下(参考値) lOMbps程度以下(参考値)

伝　送　距　離 最大4km程度(参考値) 半径lkm程度(参考値)

※Ｉ

　

Ｐ,Ｐシステム(Point to Point system):一対－の対向通信のためのシステム

　　　

主に企業向けで大容量通信が可能

ぞ２

　

Ｐ-ＭＰシステム(Point to Multi-point system)→対多方向通信のためのシステム

　　　

主に家庭､ＳＯ卜○等向けて中小容量通ｲ言か可能



(３)次世代移動通信システム(ＩＭＴ－２０００)の推進

11年3月、IMT -2000の無線伝送方式の基本パラメータ勧告案が決定

　

次世代移動通信システム(IMT －2000)は、一つの

端末で世界中のどこででも使用することが可能な

高速・高品質な移動通信システムである……現在、

2001年の実用化に向け、国際電気通信連合(ＩＴＵ:

InternationalTelecommunication Unionバこおいて無線

伝送方式及びネットワーク技術の標準化の作業が

進められているところである｡。

　

その中の一つである無線伝送方式の標準化につ

いては、各国においてＣＤＭＡ(符号分割多元接続:

Code Division Multiple Access)方式を中心とした検

討が進められており、我が国では、欧州とほぼ同

様の方式であるＷ－ＣＤＭＡ方式を提案したのに対

し、米国は詳細な技術的パラメータが異なる

cdma2000と呼ばれる方式等をＩＴＵに対して提案して

いるところである。 ＩＴＵでは、各国から提案があっ

た各方式について技術的評価を行ってきたが、

1999年３月にブラジルで開催されたITU-R ＴＧ８/1会

合において、ＩＭＴ－2000の無線伝送方式の基本パラ

メータ勧告案を決定した。勧告案では、各国から

図表①

　

ＩＭＴ-2000の主な特徴

提案があった基本パラメータを令て集約した包括

的な内容としており、今後、ＣＤＭＡ方式、TDMA

方式等を包含したｰつの標準の実現に向け、引き

続きITU-R TG8/1においてIMT －2000の無線伝送方

式の詳細規格勧告案について検討を進めていくこ

ととしている｡。

　

また、ネットワーク技術における標準化の動き

としては、1999年３月開催のITU-T SGll会合にお

いて、ＩＭＴ－2000網のフレームワーク及び機能モデ

ルについて勧告がなされている。今後、引き続き

グローバルサービスの実現のために必要な技術に

ついて検討を進め、2000年初頭までに標準化作業

を終了することとしている。

　

なお、我が国における次世代移動通信システム

の無線設備の技術的条件については、ＩＴＵで決定さ

れた基本パラメータ(伝送方式、チップレート等、

国内技術基準策定に関連する事項)を基に電気通信

技術審議会において審議の上、答申を得る予定で

ある。

①高速性(～2Mbps、準動画の伝送が可能)

　

(参考)現行の携帯電話等の伝送速度は、通常、携帯電話９６００ｂｐＳ程度、PHS32～64l<bps程度

②世界中どこででも使えるグローバルサービスの実現

③固定網なみの高品質

図表②

　

ＩＭＴ-2000の概要

…………

づダ’ご

ン

グ

＿--‘Ｓｉ---s

ごごこ二’ＩＭＴ-2000

　　　

ぺ雙?懸烹ノ………□1

IMT-2000
基地局

　

‾

　

゛1;i昌に゜．jrしﾉ

　　　

I尚尚

日．日ゑ
①]ﾀﾞ･.･.ﾆ:…………iｽﾚﾚ1(ｺﾞ＼ｙ＼４

　　　

2Mbps

マルチメディア端末

64～384kbps

　　　　　　

～8kbps

　　　　　　

64､128、384kbps

携帯情報端末

　　　　　

携帯電話端末

　　　　　

マルチメディア端末

團
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(４)情報格差是正の推進

－‥I一一一2べー，i~φ〃一

霜:気通信格差足IIﾐ･lf業等の推進により、着実に情報格差が解消されてきている

　

郵政宵は、３年度より、電気通信格差是正事業

を押進することで、深刻化している首都圏等の都

市部と辺地等の地理的要囚によりなかなか情報化

が進展しない地域との情報格差の解消に努めてい

る(図式１、２、資料36～40参照卜

　

なお、ＮＨＫのテ

レビジョンけU! |り放送の受信障害対応としては、

２年度より衛星放送受仁施設設置助成制度により

図表１

　

電気通信格差是正事業等の概要

支援を行っている｡

　

郵政省は、民放テレビ放送難視聴解消事業につ

いて、従来、地に系氏放テレビジョン放送が１波

も良好に受信できない地域のみを支援対象として

いたが、10年度より、県域放送は受信できるが広

域放送が１波も良好に受信できない地域にまで支

援対象を拡充した

事業名 対象事業 対象地域及び対象者 事業主体 国庫補助率

　移動通信用鉄塔

！施設整備事業

｜（3年度祠

携帯･自動車電話を利用可能とする

ための以下の施設の整備

１移動通信用鉄塔施設

２高遠道路等トンネル施設(6年

　度～)､閉塞地域施設(5年度～)

携帯･自動車電話が利用できない以下の地域

ｉ過疎地､辺地､離島､半島､山村､特定農山村､豪雪地帯

２高遠道路等のトンネル､地下街･地下駐車場等の閉塞地域

累積:302事業　10年度:138事業

ｉ市町村

２公益法人

丁1/3

又1/4

民放テレビ放送

難視聴解消事業

(3年度～)

地上系民放テレビジョン放送におけ

る受信障害を解消するための以下

の施設の整備

１中継施設(中継局)

２共同受信施設

地上系民放テレビ放送が1波も良好に受信できない以下の地域

１７過疎地等

　イその他の地域

宍地域指定なし

累積:505事業(291地域)10年度:68事業(50地域)

！ア市町村

　ィ公益法人

２市町村又は

　公益法人

T･ア1/3

　ィ1/4

②1/3

民放中波ラジオ

受信障害解消

事業(4年度～)

民放中波ラジオ放送における受信

障害を解消するための中継施設

(中継局)の整備

外国の放送局との混信や山陰等の地形的条件等により民放中波

ラジオ放送が良好に受信できない地域

累積:23事業(35地域)10年度:1事業(1地域)

ｉ市町村

　(5年度～)

２公益法人

リ/3

j l/4

｜都市受信障害解

几肖事業

I（5年度～）

地上系民放テレビジョン放送におけ

る受信障害を解消するための共同

受信施設の整備

受信障害の原因となる建造物等の特定か･困難な地上系民放テレ

ビ放送の受信障害地域

累積:7事業(2地域)10年度:1事業(1地域)

市町村又は

特別区

1/3

衛星放送受信設

備設置助成制度

(2年度～)

ＮＨＫの地上系テレビジョン放送の

受信障害を解消するためのＮＨＫ衛

星放送受信設備を設置

(ただし､都道府県又は市町村がそ

の必要性を認めて国同様1/4の助

成を行うことが条件)

地形等(建築物等を除く｡)の影響により､ＮＨＫの地上系テレビジ

ョン放送が良好に受信できない地域の在住者

累　積:約2万世帯(236市町村)

10年度:約0.2万世帯(48市町村)

個人又は団体 1/4

図表Ｓ 実施事業数
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平テリづ骨工ヤ｣ニヤ千レ尚子声千口刊度のそ机量机の事業フは制度口よ０解肩さ机た世帯数を単純力[]算したものである。



情報通信ネットワークの安全・信頼性向上の推進

(1)通信ケーブルの地中化の推進

　　　　　　

11年度から始まる｢新電線類地中化計画｣を策定

　

通信ケーブルの地中化については、昭和61年度

から３期にわたる｢電線畑地巾化計画｣に基づき、

関係機関、地域住民等の協力のド、積極的に推進

してきた(図表レその結果、10年度末には令国で

約よ400kmの地中化を達成するに至っている､､。

　

第一期～第三期定線類地中化計画においては、

安全で快適な通行空問の確保、祁市災害の|功止、

情報通信ネットワークの信頼性の向ト、祁巾景観

の向上等の観点から、比較的大規悦な針業地域、

オフィス街、駅周辺地区等、通信や電力の需要が

高く、街並みが成熟している地域を十たる対象と

し、必要な機器を設置できる歩道幅員を有する箇

所を優先して実施してきた。これらの地域では、

電線類の地中化かかなり進展しており、集客力の

向上など地域振興にも寄与してきたところである､。

　

近年においては、良好な生活空間の拡人など新

たな社会ニーズが多様化しており、従来の観点か

らの地中化に加え、中規模商店街や住宅地・景観

の優れた地域等における電線類の地巾化か要請さ

れているところである、また、公共事業の効率化

や公共料金引き下げ等、コスト縮減にも的確に対

応していくことが必要となってきている。

　

このような状況のド、将来にわたって着実に電

線類地中化の推進を図っていくため、10年７月よ

り、郵政宵ほか関係宵庁等(建設宵、通商産業省、

自治宵、警察庁、電λ通信甘業者協会、電気事業

連介公等)は、新たな視点にケつた電線頬地中化の

方向性の検討を行ってきたが、11年３月、第三期

電朧飢地中化計画の卜年前倒しを行い、｢新電線類

地中化計画｣を策定した､、同計画では、新たに中規

模商架系地域や住居系地域における幹線道路等を

対象に追加し地中化の方式については地域の状

況に応じた柔軟な整備手法を新たに採用すること

により、11年度から17年度までに3､000km程度の地

中化の実施を目標としている。

　

なお、10年度第３次補正予算においては、景観

の維持・向上による地域の活性化が特に見込まれ

る地城(歴史的風上特別保存地区、重要伝統的建造

物群保存地区川二おいて地方公共団体が電線類の地

中化を要請する場合等、引込管の設置費用の一部

を補助する[雁史的風十特別保存地区等電線類地中

化推進事業]が新たに認められた。

図表

　

電線類地中化計画の推移

i･

　

第一期電線類地中化計画

　　

第二期電線類地中化計画第三期電線類地中化計画j 新電線類地中化計画

61年度62年度63年度元年度2年度 3年度4年度5年度6年度7年度8年度9年度10年度;11年度12年度13年度14年度15年度16年度17年度

　　　　　　　　　

！

　　　　　　　　　　　

ｌ

※

☆

　

i☆第三間の末合意地域を含め1年間前倒し

＊｢新た俗電線‡自巾中七の推進方針｣
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○第一期地中化計画策定(60年10月)

　

(｢キャプシステム研究委員会｣

　

報告)

《目標》

'●5年間で1,000km程度

　　

(当初はｊＯ年間で1,000km程度)

i《地中化地域の範囲》

寸丿大都市中心部の主要道路

一 一 一

平成５年４月の新結合仔済対策に____
よ01年間前倒し

第二期地中化計画策定

●５年間で1,000km程度

べ地中化地域の範囲》

ｔ(同左(第一期に同じ))

２先行的地中化実施箇所

Ｓ

　

Ｉ又は２以外の地域で特

　

に地中化の必要性の高い

　

地域

｜

l＊電線共同溝法(建設省所管)加,行二‾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

○第三期地中化計画策定

　　

＼≒新電線類地中化計画策定旧年3月)

(4年1月)(｢電線類地中化推･(8年1月)(｢電線類地中化推(｢電線類地中化推進検討会議｣報告)

進検討会議｣報告)

　　　

ｉ

　

進検討会議｣報告)

搾》

　　　　　　

|《目標》

　　　　　　

《目標》

5年間で1､000km程度

　

i●5年間で2,000km程度

　

:●17年度までに3,000km程度

　　　　　　　　　　　　　

《主な内容》

地中化地域の範囲》

　　　

ﾚﾚ従来の対象に加え、中規模商店街や住居系地域の、

Ｌ（同左（第二期に同じ））

　　

幹線道路も対象に追加

　　　　　　　　　　　

１

ａ（同左（第二期に同じ））

　

プ新技術の導入などによる新たな電線共同溝の構造

３ １又はａ以外の地域で特　の採用

　

に地中化の必要性の高いリレ地域の状況に応じた柔軟な整備手法の採用

　

地域（一部追加）

　　　　　

一連絡会議の配置等の地域の協力・参加



3・3・2

　

（２）コンピュータ西暦２０００年問題への対応

第
３
章

２

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

　

ｊ

ク

の

安

全

信

頼

性

向

上

の

推

進

224

　

コンピュータ･プログラムが西暦年り･を下２桁で

取り扱っている場今に、西暦2000年を西暦1900年

と誤認識してしまうことによって生じる｢コンピュ

ータ西暦2000年問題｣は、社会･経済活動のあらゆ

る分野において、コンピュータシステムへの依存

度が高い今日、極めて重大な問題である。

　

政府は、(コンピュータ西暦2000年問題に関する

行動計画丿10年９月高度情報通信社会推進本部決

定)に基づき、11年４月の｢コンピュータ西暦2000

年問題に関する顧問会議｣において、その推進状況

を取りまとめた。中火省庁、特殊法人等が保有す

るコンピュータシステムのうち、国民生活・企業

活動に密接に関連する優先度の高いシステムの対

応状況は、以下のとおりで、11年６月までに、機

器の更新時期や新システムへの移行時期との関係

図表①

　

中央省庁､特殊法人等のコンピュータシステムの対応状況(医療機関を除く。)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(１１年３月現在)

対応状況 11年3月1日現在 11年6月30日現在(予定)

修正等を完了 67％ 92％

模擬テストを完了 45％ 92％

！危機管理計画の策定を完了
9％ 77％

総務庁資料により作成

図表②

　

情報通信分野における西暦２０００年問題への対応状況（１１年３月現在）

【

ステムの模擬テスト等進捗率(システム単位)】

※

　

各社の事業規模に応じた加重平均

【放送事業者の制御系重要システムの模擬テスト進捗率(システム単位)】

郵政省資料により作成

関連サイト：コンピュータ西暦2000年問題に関する行動計画(http://www.kantei.qo.ip/ip/ pc2000/980911action.html)

中央省庁等及び情報通信分野におけるコンピュータシステムの対応状況

等やむを得ない事情があるものを除く92％が模擬

テストを完了する予定である(図表①)。

　

郵政省の情報通信分野への取組としては、電気

通信事業者については、10年10月に｢電気通信西暦

2000年問題連絡会｣を組織し、周知徹底、自主的な

総点検の実施等を要請するとともに、外部の専門

家、有識者等を交えたチェック体制を整備し、専

門性、第三者性の確保を図りつつ、対策を推進す

ることとしている。また、放送事業者についても、

11年３月に、業界団体及びＮＨＫ等からなる｢放送事

業者西暦2000年問題連絡会｣を設置して、情報の交

換及び一層の取組強化を要請しており、今後とも、

計画の早期実施に向けた行政の対応･指導を一層強

化することとしている(図表②)。

対応状況 11年3月 11年6月末 11年9月末

電話･専用線等
修正完了 91％ 100％ 100％

模擬テスト完了 69％ 99％ 100％

携帯電話
修正完了 80％ 98％ 100％

模擬テスト完了 74％ 97％ 100％

時　　期 10年10月 11年3月 11年6月末 11年9月末

模擬テスト完了 47％ 53％ 67％ 86％



放送のデジタル化の推進

(１)放送のデジタル化の推進

　　　　　　　　　

着実に進展する放送のデジタル化

　

放送のデジタル化は、周波数の利用効率を飛躍

的に高め、チャンネルの多様化、画質の高品質化、

機能の高度化の実現に不可欠なものとして、匪界

的な潮流となっている。

　

放送のデジタル化により、チャンネルの多様化

による放送事業者の新規参人の拡大、番組・サー

ビス内容の多様化による視聴者の選択範囲の拡大、

図表①

　

デジタル放送のイメージ

／／．
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1争

デジタルHDTV

j争

吟

通信・コンピュータとの連携・融合による放送サ

ービスの高度化等が期待できる。

　

郵政省は、視聴若、放送事業行、番組制作者等

への様々なメリットの還元や放送分野の国際競争

力確保のために、地卜放送、衛星放送及びケーブ

ルテレビの令メデイアについて、早期デジタル化

を積極的に推進している。

多
彩
か
つ
高
度
な
サ
｜
ビ
ス
の
展
開

j吟

吟

争

　　　　　　

リ

”

「

蓄積型サービス

　

知りたい時に知りたい情報を検索

　　

●新聞の切り抜き

　　

●生活タウン情報(ローカル情報)

　　

●救急センター情報(ローカル情報)

双方向型マルチメディア･サービス

　

簡単な操作で

　　

●座席予約

　　

●ホームショッピング

　　

●在宅学習塾

　　

●行政情報照会等(ローカル情報)

高齢者･障害者へのサービス

　　

●音声入出力

＿

　

●話速変化
15

〉●手舌､点字による操作

　　

●字幕､解説

立体テレビ放送

　　

●好みのアングル

▲

▲

技術基準制定

　

レ

　

ジI｢二ｎ{,'il'･.'.:

野外実証実験

一 一 一 - -

　

(年)

………－

- … -
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ディレクＴＶジャパン開始

サービス開始

　

･i･･.'Iでli .･I: .I･!‾に'･I･|

　

.I

　　　　

･J

　

・

パイロット実験

図表②

　

放送のデジタル化のスケジュール

　　　　　　　

8(1996)

　　　

9(1997)

　　　

10(1998)

　　

11(lp99)

　　

12(2(100)～

←･r--一一r-7---

　　　

._.-一-』-=･=&--･-=-II･㎞---=====･･－－====
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▲

パーフェクＴＶ開始

地上デジタル放送懇談会開催
- - － － －

※10年5月の合併により､パーフェクＴＶとJスカイＢのサービスは一体化され､スカイパーフェクTVとなった

▲．…………二…………………………ヱ.]:２ＥＥｓｍ←

スカイパーフェクＴＶ開始

　

'………j…………:………に…………l‘T.:こ7,yT..･ニニ豆うjl二→

BS-4先発機(アナログ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　

……＝一一一一一－●●･･

　　　　　　

▲技術基準制定

　　

BS-4後発機打上げ予定(デジタル)

サービス開始可能
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2000年から試験放送、2003年から本放送開始を目標

　

郵政竹では、地llデジタル放送の円滑な導入の

作り方についての検討を目的として、り年６月か

ら｢地llデジタル放送懇談会｣を開催し

　

10年10川

に最終報告を取りまとめた、

- ‘ - I ｡ ‘ " i 一 一 一 ■ ' ■ -J . ^ '

早期実現を草本方針として、2006年末までに親局

レベルでの全国的導入の完丁を目指しているっ

(i)関東広域圏(独立Ｕ局を除く。)は2000年から試

　　

験放送、2003年末までに本放送を開始。

同報告では、デジタル化の現状と展望を踏まえ、(ii)近畿･中京広域圏〔独立ＵＭを除く。〕は2003年末

地卜

導人の在り方、視聴者の視点からの円滑な移行の

在り方のほか、デジタル放送端末、支援措置及び

放送制度の在り方などが提示された

　

特=に、地上デジタル放送導入の在り方について

は、干映像放送を中心に音声及びデータも提供で

きる｢地上デジタルテレビジョン放送｣及び②音声

を中心にデータも提供できるけtLIこデジタル音声放

送]の２つの放送を実現するという提言内容となっ

ている､､、貝､体的な導人の目標は以下のとおりであ

る

①地上デジタルテレビジョン放送

　

アナログ放送からデジタル放送への企面移行の

図表

　

地上放送デジタル化の目標スケジュール

　　

までに本放送を開始、

(iii)その他の地域(三大都巾圈独立Ｕ局を含むﾚ)は

　　

2006年末までに本放送を開始。

　

なお、アナログ放送の終了時期については、放

送対象地域ごとのデジタル放送普及状況により３

年ごとに見直すことを前提として、2010年の終了

時を目安としており、原則としてアナログ放送終

了後、新規事業者に参入機会が与えられる。

②地上デジタル音声放送

　

現行のＡＭ放送及びＦＭ放送を存続した士｡で、新

規サービスとしてデジタル放送を実現することと

し周波数の割当可能な地域において、2000年か

ら試験放送を含む放送開始を目指している､。
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(３)地上放送のデジタル化に向けた技術実験等の動向

実用規模の地lこデジタル放送実験を展開

　

郵政省は、国民に最も身近なメディアである地

上放送のデジタル化について、12(2000)年以前に

開始できるよう、放送方式及びチャンネルプラン

の策定、制度整備等行政上の措置を進めている、

①放送方式の策定

　

９年１月から10年９月にかけて(社)電波産業公等

を中心に、地上デジタル放送方式の技術的検討の

ための室内実験及び野外基礎伝送実験を実施した、

この成果を踏まえ、電気迦信技術審議会において、

10年９月に｢地上デジタルテレビジョン放送｣暫定

方式が、10年11月に｢地上デジタル音声放送付Jf定

方式が取りまとめられた。

②チャンネルプランの策定

　

９年度から全国主要祁巾において実施した電波

伝搬特性等の調査・分析の結果を踏まえ、郵政省

は、10年12月に全国的な地|こデジタル放送チャン

ネルプラン原案を策定した、

③実用規模による地上デジタル放送実験

(i)技術性能確認実験

　

電気通信技術審議会における放送方式の審議に

資するため、地上デジタルテレビジョン放送につ

いては、室内実験等の成果を踏まえ、10年11月か

ら実用規模による技術性能確認実験(実証実験)を

実施している。また、地上デジタル音声放送につ

いても、11年５月から大規模な実証実験を実施し

ている。

図表

　

地上デジタル放送研究開発用共同利用施設の概要

ﾉﾄﾞ蜷縛丿
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(ii)地上デジタル放送パイロット実験

　

郵政宵は、関東圏において、放送事業者、迦仁

事業者、機器メーカー等で構成された｢東京パイロ

ット実験実施協議会｣とともに、10年11月から、実

際の利川環境における地上デジタル放送システム

の機能評価･検証、放送端末の機能･操作性の検証

等を目的として、共同実験を実施している､。

　

また､｢東京パイロット実験実施協議会｣の単独実

験については、10年11月から｢フェーズ１｣として

映像伝送実験(多チャンネル放送実験、高精細度テ

レビジョン放送実験、移動受信実験等)、11年４月

から｢フェーズ２｣として新たな放送サービスの開

発実験(データ放送、立体テレビ、蓄積型放送等)

を実施している｡、

④地上デジタル放送研究開発用共同利用施設

　

地上｡デジタル放送の♀川の令国的普及とともに、

地域に根差した新技術や新サービスの開発を効果

的に推進するため、郵政省では、通信・放送機構

を通じて、10年度から全国10か所に実用規模の地

上デジタル放送研究開発用共同利用施設を整備す

るとともに、これら10か所を番組中継ネットワー

クで接続し、ネット中継実験設備を整備している。

　

さらに、11年度から５年間程度、これらの施設

を地域の研究開発拠点として広く開放し、地上デ

ジタル放送の特性を活かした様々な研究開発を行

進する予定である、、

／

受信･評価設備
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BSデジタル放送は、12(2000)年からBS－4後発

機により提供される予定である｡

①制度整備

　　

郵政省では、BSデジタル放送の開始に向け、10

年６月、電波法及び放送法に基づく関係省令の一

部改正等を以下のとおり実施した。

(i)放送普及基本計画の｢数の目標｣､放送用周波数使

　　

用計画の策定

　

放送種別ごとの放送番組の｢数の目標｣を以下の

とおり定めるっ

　

・BSアナログ放送と同一の放

　　　　　

、、

　

送を同時に行うサイマル放送ゆ･－５チャン不ル

　

・高精細度テレビジョン放送ゆ･･･-６チャンネル

　

(ＨＤＴＶ: high-definitiontelevision)

　

・標準テレビジョン放送

　　

ゆ････20チャンネル程度

　

(ＳＤＴＶ:standard-definitiontelevision)

　

･超短波(音声)放送

　　　　　

・･･-20チャンネル程度

(ii)BSデジタル放送用のマスメディア集中排除原

　　

則の策定

　

｢マスメディア集巾排除原則｣を適川する。周波数

については１委託放送事業者が使肝I..J能な周波数

図表

　

ＢＳ放送チャンネル配列図

BS-4先発機(アナログ方式)[運用期間:～２００７年]
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サイマル放送 一一･卜

2000年を目途にBSデジタル放送を開始予定

資源を１秒当たりのシンボル数(任意の変調方式の

もとで同時に情報を伝送する能力の最小単位パこよ

り定め、参人については衛星放送事業者は直接参

入可能だが、地上放送事業者は３分の１未満の出

資による別会社によってのみ参入可能とする。

(iii)BSデジタル放送衛星局等の無線設備の技術的

　　

条件及びＢＳデジタル放送の送信の標準方式の

　　

策定

②委託放送事業者・受託放送事業者の決定状況

　

９年５月の委託・受託制度の導入により、10年

７月に受託放送事業者を放送衛星システム(ＢＳＡＴ)

に決定し、同年10月に委託放送事業者10社を決定

した。

　

なお、衛星データ放送については、11年中に技

術基準を策定し、委託事業者を決定する予定であ

る。

84256GHzlaBB*>･i

　　

9ch[i1.88092GHz】レズ

　

11ch[i1.91928GHz］ｓ争|

　　　　　　　　　　

ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

｜

　

（ＢＳＩ）

　　　　

|（ハイビジョン普及チャンネル）

　　　

ＮＨＫ（ＢＳ２）

　　　

｜

13ch[11.95764GHZ卜丿争り

　　　

１

　　　　　　　

・

　

Ｓ

エスIU.3JIエフエヌエス･｜

－

　

T‾""¶Ae －ヲー¶Ji i
I。1

nぷが－

l‾‾'･‾‾･

　　　

，

　　

！

　　　　　　　

＋

　　　

ｉ

リ（17?“）回

な１〔〕数字はスロット数

　　　

スロットＢＳデジタル放亡方式ではコ中紙器内で陽数の変調方式を事業者が選択することが可能｡その際の最小単位がスロット

　　　　　　　

旧Ｓデジタル1中継器=48スロット

そつ

　

データ放送分として確保

※３

　

ＷＯＷＯＷのサイマル放送分たったもの｡



(５)新しい衛星デジタル音声放送

2001年を目途に2.6GHZ帯衛星デジタル政声放送を開始戸定

　

1992年の世界無線通信士官庁会議(WARC-92 :

World Radiocommunication Conference、現叩万ﾋ界無線

通信会議｣)において、我が国を介む12か国に対し、

2.6GHZ帯の周波数が衛星デジタル音声放送用とし

て新たに割り当てられた。

　

郵政省では、11年夏に電気通信技術審議会から

｢2.6GHZ帯衛星デジタル音声放送｣の放送方式につ

いて答申を得る予定である。サービス開始は13

(2001)年頃を予定しており、我が国で初めて、衛

星を利用した移動体向けの音声放送を主とするサ

図表①

　

2.6GHZ帯衛星デジタル音声放送の概要

卜･

ロロロロロロロｉ

ロロロロロロロｌ
ロロロロロロロ１

□□ロロロロロｉ

□□ｎ□□口口｜

ロロロロロロロ｜
ロロロロロロロｌ

ロ[]ロロロロロ！

□にｺﾛ]

　

地球局

　　

↑

冒

番組供給会社

※

　

GFIギャツプフィラ

－ビスが提供される。

　

その特徴は、丿走来の衛星放送では困難であっ

た高速移動中(時速100km程度)での安定的な受信が

可能、ブギャップフィラーけU1上に設置する補助設

備)の採用により、電波の川きにくいトンネル内、

ビル陰などにおいても途絶することなく受信が11f

能、③多チャンネルのＣＤ並みの高品質ステレオ斤

声放送に加え、静111画像･簡易動山放送を組み合わ

せた多彩な放送が可能、となっている、

。くﾁﾞ雲L。

　

／ｌ

Ｅ４ｊ
。ｓ。､=

ビル陰、トンネル内など

図表②

　

デジタル方式の比較

車載受信端末

匹石而i顎y→゛

匹シ丁-→’

据置型受信機

衛星デジタル

音声放送

地上デジタル

音声放送
BSデジタル放送 CSデジタル放送

使用周波数 2.6GHZ帯 VHF帯 11.7～12.2GHZ 12.2～12.75GHZ

受信形態 移動･固定受信 移動･固定受信 固定受信 固定受信

予想される端末の主な形態 車載･携帯(ポータブル) 車載･携帯(ポケット型) 固定 固定

主なサービス

(サービスエリア)

高品質音声に加え､静止

画像･簡易動画像放送

(全国)

高品質音声に加え､静止

画像･簡易動画像放送

(ローカル)

高精細度･標準テレビジョンに

加え､高品質音声放送

(全国)

標準テレビジョンに加え、

高品質音声放送

(全国)

方式策定時期 11年夏予定 11年夏予定 策定済み 策定済み
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(６)ケーブルテレビのデジタル化

10年からデジタル放送を開始

丁技術基準の制定

　

郵政省は、CS放送に次いで、８年12月、他のメ

ディアの再送信等を行うケーブルテレビについて

デジタル放送方式の技術草準を制定した。

　

このﾉ丿式の特徴は、1CSデジタル放送(BSデジ

タル放送については検討中)をそのままケーブルテ

レビで伝送可能、･2慨存のケーブルテレビ施設で

アナログ方式と共存が口f能、･3=デジタル放送の川

際的展[用を促進するため国際標章方式を採用、と

なっている。ｉについては、衛星デジタル放送そ

仁い侍の万式変換が不要になったことによる受信装

置のコスト抑制や、チャンネル数の増加につなが

る

　

また、９年12月から、｢デジタルＣＡＴＶ普及のた

めの技術的支援に関する調査研究会｣を問催しデ

ジタルケーブル端末機の標準化やデジタルケーブ

ルテレビシステムの開発について技術的検証が行

われ、11年３月に最終根占が取りまとめられたっ

図表

　

デジタルケーブルテレビのシステム概要

②デジタル方式の導入

　

試行サービスについては、９年５月以降、関東

甲信越地域の５岫が順次実施している。また、実

用サービスについては、10年７月に鹿児島ｲf線テ

レビジョン(鹿児島市)がデジタル放送を開始し、

５局が計画中である。、

③デジタル化によるサービスの充実

　

ケーブルテレビのデジタル化は大容量化や品質

向上をもたらすため、従来のテレビ映像の配信だ

けでなく、双方向性を活用した通信サービス等を

長供するフルサービスネットワークとして今後の

役割が期待されている。

　

しかしながら、ケーブルテレビの視聴者が技術

革新の効用を充分享受できていない現状を踏まえ、

郵政省は、10年10月、｢ケーブルテレビの高度化の

万策及びこれに伴う今後のケーブルテレビのある

べき姿｣について電気通仁審議会に諮問し、11年５

月にデジタル化・高機能化の方策に関する答申を

得た。



(７)放送番組ソフトのデジタル化

放送番組ソフトにおける制作･流通･保存のデジタル化を支援

　

デジタル技術の進展による放送の多チャンネル

化に伴い、放送番組の制作・流通・保存における

環境整備が必要となっている……巫IS政省では、放送

番組ソフトのデジタル化支援策を有進している。、

①制作

(i)大容量アーカイブ活用型放送番組制作基盤技術

　

の研究開発

　

多地点分散型の共同番組制作が可能なネットワ

ーク活用型番組制作基盤技術等について、1!年3月

から、通信・放送機構を通じた研究開発を行って

いる。

(ii)次世代インテリジェントコンテント放送システ

　

ムの開発

　

デジタル技術を活川した放送番組制作の環境整

備に向けて、｢創造的通信・放送システムの開発｣

の一環として、新たな表現于法(高精細映像、マル

チストーリー等)によるデジタル放送向けコンテン

トの制作を可能とするシステムについて、11年3月

から、通信・放送機構を通じた研究開発を行って

いる。

(iii)放送番組制作設備等のデジタル化支援

　

放送番組制作設備等のデジタル化を促進するた

め、珀年度から税制(10年6月から11年5月までの1

年間)及び日本開発銀行等の融資による支援措置を

行った(資料41､42参照卜

　

さらに、11年度からは、

地ヒ放送のデジタル化を促進するため、番組制作

設備、デジタル伝送装置等を対象に、税制及び日

本開発銀行等の融資による交援措置を行う

　

加え

て、通信・放送機構の債務保証による支援を内容

とする｢高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措

置法案｣を第145川国会に提出したところである、

②流通

　

ｎ年度から、放送番組の流通情報への効率的な

アクセスが可能な流通情報データベースのマネジ

メントシステムを開発する斤定である。

③保存

　

優良な放送番組を収集･保存する番組ライブラリ

ーのデジタル化・考ットワーク化により、ライブ

ラリー問で相互に番組の検索・視聴ができるシス

テムについて、11年3月から、通信･放送機構を通

じた研究開発を行っている。

図表

　

放送番組ソフトのデジタル化の概要

　　　　　　　　　　　　

デジタル化

　

-→多チャンネル化
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21匪紀における超高速ネットワークの実現に向

け、10年度において、通信・放送機構が全国10か

所のＡＴＭ交換設備(高性能交換設備)を超高速光フ

ァイバ回線で結んだギガビットネットワーク及び

全国５か所の共同利用型研究開発施設(最先端の研

究開発拠点)からなる研究開発用ギガビットネット

ワークりGN : Japan Gigabit Network)を整備した。

また、ギガビットネットワークへの接続の利便を

図るため、全国45か所にアクセスポイントを設置

した(資料43参照)。

　

15(2003)年度までの問、これらを広く研究機関、

大学、企業等に次世代インターネット技術等の研

究開発のためのテストベッド(開放型実験施設)と

図表

　

研究開発用ギガビットネットワークの概要

：電子カタログ
で瑞〕

三浜Ｕ

CＡＴＶ映像

　

伝送設備

　　

－

　

二

　

贈

L ｀ 二 ' ４ ？ ￥ ４ ' ‥ ﾐ ｀ ． ' 』

ントゲン
画像

胤

(全国５か所に整備)

高機能サーバ､ＬＡＮ、

ワークステーション等

謳 扁

重点研究開発プロジェクトの推進

(１)研究開発用ギガビットネットワークの利用推進

　　　　　　

次1眺代の超高速ネットワーク技術の研究開発に着手

して開放する。

　

ギガビットネットワークを活用して開発される

アプリケーションの例としては、様々な言語の文

章をネットワーク上で超高速で自動翻訳するシス

テム、高精度の電子カタログを全国に配信するシ

ステム、リアルタイム遠隔医療システム等が想定

される。 11年度において、通信・放送機構が、研

究開発用ギガビットネットワークを利活用し、自

ら研究開発を行うとともに、上記のような高度な

アプリケーションの実現に必要不可欠な技術の研

究課題を公募し、委託研究及び共同研究を行う予

定である。

几jげ

　

大学

ﾉ,

プ

ノ
:

j

i

甕|

ノ

　　

ケ,一一｀ヽ（

　　

企業

.

……ﾆし1匪詣T

く

絹昌乱|

大学

工

一一大学病院
亦ド

-ジ.ｺし二ここ'ご二一気二....・

'超高速基幹

ネットワーク

八二卜.._こ二:_二……ﾆｰ21丿7-゛･

●地場産業とベンチャー企業とが

　

電子カタログを共同製作

●全国に配信

　　　　

ﾚｿててニこ1

ベ
ン
チ
ヤ
｜

家庭

印刷所

TＺ屋

　

伝統織物

地
場

産
業

　

L!＿

コ

　

’m‾’L‾_.
”･牙Ｊ

　

。＼/叉7言詰鸚良一－j

.－回礼

　　　　

こ

　　　　　

ノ／
子牛

……
ニ･--……ここ，∇…………

∧|言

jﾌﾟﾀﾞ……i

ll･…………

1/……

ﾉ

]

万
'･ j'‘1

蜘
インターネットへ

. 之 ゛ ぶ

' ゝ ' /

光
通
信
網

通信事業者､ﾒｰｶｰ
慶三］

に開放

研究開発の例：リアルタイム遠隔医療システム

●レントゲン画像を瞬時に配信

　

(10枚3時間(現状)から1秒に短縮)
●専門医が高精度画面で

　

リアルタイム診断

こ二一一χTT診療所一
手術室

　　　　　　

レントゲン室
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大学病院の専門医からのアドバイス

家庭

専門医療スタッフ

関連サイト：通信・放送機構（hltp://ｗｗｗ.shiba.ｌａ０.9ｏ.Jp/J
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(２)成層圏プラットフォームの研究開発

飛行船による成層圏無線中継システムの実川化に向けて

　

成層圏プラットフォームとは、気象が比較的安

定している高度20km程度の成層圏に通仁機材言を

搭載した無人の飛行船を滞空させ、通信・放送の

中継基地等に利用するもので、次世代情報通信基

盤として期待されている｡また、観測センサー等

を搭載することにより、地球観測にも利用可能と

なることから、幅広い用途への応川も期待されて

いる。

図表

　

成層圏プラットフォームの研究開発の概要
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超高速WAN
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●マルチメディア

サービス

　

郵政省及び科学技術庁では、成層閻プラットフ

ォームの通信・放送、地球観測への'白州応用を目

指し、産学官共同で研究開発を行っているI郵政

省の関連では、通信・放送機構が10年８月、成川

圏プラットフォームプロジェクトを発足させ、プ

ラットフォーム追跡管制の研究開発及びＫａ・ミリ

波帯を利川した通信・放送アプリケーションの研

究開発に杵手した。

今こ
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複数のプラットフォームで

日本の主要地域をカバー

固定(可搬)端末による

　　

高速通信､放送

ｙ孝

高機能携帯端末

<lU^&'''

,－づLj⊇(公衆回線網)

期待される効果

①ミリ波等の未利用周波数を利用した高速大容量通信･放送網による次世代情報通信基盤の実現

②衛星に比べ地上との距離が短い特性を活かし､小型端末によるマルチメディア高速移動通信等の実現

③独自の技術開発による､我が国の国際競争力の強化

④オゾン･ホール､海洋生態系等の環境監視等に利用可能
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(３)全光通信技術プロジェクトの推進

将来の通信需要の大幅増大に対応する光通信技術の研究開発推進

　

社会経済活動の情報迦信への依存度の高まりに

つれて、大量の情報を安価に仏送できることが高

度情報迦信社会の倚築を図る工で覗要性を増して

いる．また、伝送する内容についても、従来の音

声や静|ﾄ画像ばかりでなく、高精細の動|町象等の

ニーズが増大し伝送すべき情報量(通信需要)は

人幅に増人することが予想される．

　

光信り･を電気信り･に変換せずにエンド・トゥ・

エンドで伝送するための令光通信技術は、このよ

うな大容量通信時代に不可欠な技術開発課題であ

る､､､郵政省は、拍年度において、各家庭で現在の

1,000倍程度の通信需要に耐えうる超人容量幹線中

継システム等を実現するため、通信網令光化技術

図表

　

全光通信技術プロジェクトの概要

等の研究開発を実施したほか、大容電で柔軟な全

光通信（トータル光通信）ネットワークの実現に必

要不日f欠な要素である接続・分岐が容易で、光フ

ァイバに比べ安価なプラスチック光ファイバの研

究即発を行った。

　

11年度においても、引き続き、広帯域特性を活

かした超人容量（中継系で160GbpsからT Tbps、加

人者系で数［汀Gbpsバこよる背光通信ネットワークを

構築する技術の研究開発を行う予定である。

(参考)

I Tbps：１秒間に新聞200年分の送信が可能な伝送速度

Ｉ Gbps ： １秒間に新聞0.2年分の送信が可能な伝送速度



(４)マjレチメディア移動アクセス(ＭＭＡＣ)推進に関する研究開発

2002年頃までに、人学キャンパス内や街角など野外でも鳥品質な

映像伝送サービスが利川llf能な高速無線通仁システムを実現

　

マルチメディア移動アクセス(MMAC:Multimedia

Mobile Access Communication systems)とは、マルチ

メディア情報を［いつでも、どこでも］収り扱うこ

とができ、光ファイバとシームレスな接続が口f能

な超高速･高品質な移動体通信システムである、こ

のようなMMACの実現によって、高精細|川象での

モバイルＴＶ会議や、携帯ＴＶ電話等のサービスが可

能となる｡。

　

郵政省では、オフィスでの超i･､･jj遇

角での鳥速無線通信が吋能となるMMACの2002年

頃の導人を目指す

　

リ八2010年頃の実現を目標と

して、移動巾においても雌人156MhPイ)伝送速厦を

口｣'能とする[超高速マルチメディア移動通信システ

ム](高度なMM AC)に関する研究開発を推進してい

る巾|八卜

　

なお、郵政宵における日年度のにな取組として

は、これまでのデバイス技術や移動アクセス技術

の研究開発等に加え、移動環境での通仁領域の切

り替え制御を実現するための研究開発等に礼で｢す

る予定である

図表

　

マルチメディア移動アクセス(ＭＭＡＣ)の推進に関する取組

2002年頃：マルチメディア移動アクセス(ＭＭＡＣ)の実現
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こ
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二

一一

高速無線アクセス

屋外で

数十Mbpsまでの高速通信を実現

2010年頃：超高速マルチメディア移動通信システムの実現
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156Mbpsまでの超高速通信が可能に

3・4・1

第
４
節

１

重
点
研
究
開
発
プ
□
ジ
工
ク
ト
の
推
進

235



3・4・2

第
３
章

２

情

報

通

信

ブ

レ

　

｜

ク

ス

ル

　

｜

基

礎

研

究

21

236

情報通信ブレークスルー基礎研究21

　　

21世紀の情報通信を拓くブレークスルーの実現を目指すプロジェクトを推進

　

郵政省では、10年度から、人間･社会科学、生命

科学、物性利･学等の幅広い異分野との交流を通じ

た学際的アプローチを重視した新しい基礎研究プ

ロジェクトである目貴報通信ブレークスルー基礎研

究21]を推進することとした。

　

本プロジェクトは、21世紀の新たな情報通信を

拓く技術の壁の突破(ブレークスルー)の実現を目

指し三つの重点研究領域巾1衣Ｕで設定する研

究テーマに関し、通信総合研究所を中核として産

図表④）研究の概要

学官の連携の下に行う｢計画研究｣と、新たな技術

シース(種)を探るため、大学や民間企業等に広く

研究課題を公募する｢公募研究｣により推進されて

いる([図表勁。

　

10年度においては、計画研究として、コミュニ

ケーション社会における人間行動の解明と適用に

関する研究、脳記憶のダイナミズムの研究開発等

を開始した。

研究の領域 研究の内容 研究分野の広がり

|フレンドリーなコミュニケーション

社会基礎技術の研究

言語､記憶､理解等､人のコミュニケーションメカニズムの解明･モ

デル化の研究や､ネットワークを通じた人のコミュニケーション行動

の研究

心理学

言語学

社会学　等

生命の情報通信機能の解明と適用

の研究

分子レベルから脳の組織までの生物が有する情報の伝達･蓄積・

処理等の機能及びその構築メカニズムを計測･解明し､それらを将

来の情報通信へ適用するための研究

生物学

生命科学

計測光学　等

情報通信デバイスのための新機能･

極限技術の研究

レーザ光による物質制御･計測技術､超伝導素子技術､分子素子

技術等の新機能･極限技術の研究を通じた､将来の高性能情報通

信デバイスに関する研究

物性科学

光学

量子物理学　等

図表②研究の推進体制

　

推進会議

(事務局郵政本省)
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マJレチメディア・バーチャル・ラボの構築

高度な研究開発環境の開発整備を推進

　

郵政省では、日本国内はもとより、世賜各地に

分散する産学官の研究開発機関を高速ネットワー

クで結び、それらの研究開発力を結集して、あた

かも一つの研究所で研究開発を実施しているかの

ような高度な研究開発環境を実現できる仮想研究

所(マルチメディア・バーチャル・ラボ)のい期構

築に向け、研究開発、試行的実験を行うこととし

ている([図表几

　

このため、通信総合研究所及び通信・放送機構

図表

　

マルチメディア・バーチャル・ラボの概要

データ
蓄積装置

A研究機関

　

(東京)

研究データを互いにやりと
りしながら共同研究を実施

４→・

互いの高度な研究開発施設
を共同利用

において、１離れた研究所間で、リアルな映像や

音声を高い臨場感で酉現する技術等、マルチメデ

ィア・バーチャル・ラボの基盤技術に関する研究

開発、ｊ広帯域ネットワークのプロトモデルを開

発し、敗米の研究開発機関との間で実験網を相互

接続することによるマルチメディア・バーチャル･

ラボの構築に必要となるネットワーク利用技術に

関する研究開発を実施している｡

具体的メリット

　　　　

Ｂ研究機関／

（○○県）

へ

C研究機関

　

(米国)

●地域における研究活動

　

の活性化

●国内外の研究交流の

　

促進

●異分野の研究能力の

　

活用

　

(学際的研究の促進)

サ

●研究効率の向上

●研究コストの低減

●産業、生活分野への

　

応用

関連サイト：通信総合研究所（h即://www.crl.go･jp/)通信・放送機構（htlp://ｗｗｗ.shiba.ｌａｏ･9ｏJp/）
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次世代ネットワーク技術の研究開発に着手

　

グローバルな高速情報通信基盤を構築するため

　

ある。

に、光ファイバ網と同等のギガビット級超高速衛

　

①衛星搭載用超高速通信機器の研究開発

星通信技術の確立は重要である､、郵政省は、15

　　

スキャニング・スポットビーム・アンテナ、超

(2003)年頃の打上げを目途に、大容量・超高速通

　

高速搭載交換システム及び超高速光衛星間通信機

信を可能とするギガビット衛星通信技術(図表十、

　

器に関して、衛星搭載に向けた研究開発を行うと

々)の研究開発に着手したI

　　　　　　　　　　　　　　

ともに

　

ギガビット衛星通信システムに必要な通

　

打上げ後は、軌道工における技術実証を行うと

　

信方式、プロトコル等の研究を実施する。

ともに、アジア・人平洋諸国との間で、ギガビッ

　

②国際共同研究

卜衛星を利用した、教育、医療、学術等の分野に

　　

アジア・太平洋地域におけるギガビット衛星通

おける高速・広帯域衛星通信アプリケーションの

　

信システムの構築に向けて、地上系ネットワーク

開発・共同実験を行い、当該地域におけるギガビ

　

との役割分析等、システムの在り方に関する検討

ット衛星通信システムの構築を促進する予定であ

　

を行うとともに、この一環として国際フオーラム

る、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を開催する。

　

なお、11年度に行う研究開発は以下のとおりで

図表①

　

ギガビット衛星の特徴

特徴

①最大1.2Gbpsの超高速通信が可能

②衛星から見通せる全地域をカバー(カバーエリアは、アジア・太平洋地域)

図表②

　

ギガビット衛星の概要

..へ

ギガビット衛星

スポット･ビームの例(エリア内を自由に走査可能)

*東経１５０度の静止軌道の場合のカバレッジ
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同研究会は、発信者の氏yl、住所等の発信行情報

が法律|り呆護されていることにより、不適11{利用

を行った発信者の民事工の貞任追及が困難になっ

ている点を指摘したllで、発信者情報開示につい

て検討を行い、報回書では｢発仁削貴報開示につい

ては、その不続、要件、開示機関等について法的

論点が多く指摘されており、今後、継続して検討

することが必要｣としている一

普伝言サービスの不適正利用に対する対応

　

また、10年12月から11年１月にかけて、伝言サ

ービス(いわゆるボイスメールサービス)を通じて

知り合ったりj性から睡眠薬を飲まされた女性が金

品を奪われた[1、死亡するといケ事件が発生した、

これに対して郵政竹は11年１月、(仕)テレコムサー

ビス協会に適切な措置を溝ずるよう要請した.、こ

れを受けて、同協会では、同協会が策定したガイ

ドラインに関する説明会を開催するなどの川知活

動を行っているところである.

③｢国際情報提供サービス｣に対する対応

　

さらに、10年中には[アダルト番組を情報朴無料

で提供]などと称して、利川者が知らない問に出際

電話に接続させ、高額の利肝料装を請求するいわ

ゆる｢国際情報提供サービス｣による被害が発乍し

た．これに対して郵政省は、リーフレット等の配

布により、利用者に対して注意喚起を行っている

ところである.、

図表

　

情報通信の不正利用に係る苦情の傾向

ファックスに関するもの-

　　　　　

1件(0.7％)

ホームページ､電子掲示板に

　　　　　　　　

関するもの

　　　　　　

33件(22.0%)

その他
10件(6.7%)

電話に関するもの

21件(14.0%)

「情報通信の不適正利用と苦情対応の在り方に関する研究会報告書」（郵政省）による
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情報通信高度化の環境整備

(１)新たな社会問題への対応

　　　　　

電気通信サービスの不適II{利川に係る対応策を検討

　

インターネットの普及等、情報通仁の高度化に

より、情報の受発信の範囲が飛躍的に広がるなど、

利肝者の利便性が向上する一方で、情報通信を不

適正に利用し、誹誇・中傷、プライバシー侵害等

のように他人の権利・利益を侵害したり、わいせ

つ情報、毒物の販売広告等の違法・有害なコンテ

ンツを不特定多数又は多数の人の閲覧に供するこ

とが社会問題となっている。このような情報通信

の不適正利用の傾向を小す一例として、郵政宵が

10年７月から10月まで受け付けた苦情をみると、

インターネット利用者の増加を反映して、電子メ

ール関係の不適正利川に関するものが多いことが

わかる(図表)｡

①｢情報通信の不適正利用と苦情対応の在り方に関

　

する研究会｣の開催

　

郵政省では、10年７月から、情報通信の不適正

利用の現状とこれに対する苫情の効米的解決を図

る対応策等を検討するため、目吉報通信の不適正利

用と苦情対応の在り方に関する研究会｣を開催し

た。

　

同研究会では、不適正利用の対応策として、∩

情報通信に対する社会的なルールや自己防衛につ

いての情報の周知、玉国及び電気通信事業者によ

る被害防止等の不適正利用対応のための技術開

発・導入、才電気通信事業者による警告・不適止

な情報の削除等の対応への支援･補完が必要]とす

る報告書を、11年２月に取りまとめた。さらに、
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（１）高齢者･障害者の

　　

身体的特性を判別

(２)利用者の身体的特性に応じ、

　　

支援アプリケーション機能

　　

を提供

　

ネットワーク

］ バリアフリー

コミュニケーション

サーバ

(２)高齢者・障害者利用への対応

　　　　　　　　　

情報ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ環境整備を推進

　

｢高度情報通信社会に向けた基本方針｣(10年11月

　

②情報バリアフリー型通信・放送システムの研究

高度情報通信社会推進本部決定バこおいて、高度情

　　

開発

報通信社会の実現に向けた課題として、社会的な

　　

通信･放送機構では、９年度より高齢者・障害者

弱者に配慮した、人に優しい情報バリアフリー環

　

を含むすべての人々の利用を可能とする情報バリ

境の整備の推進が示された(1-5-2(5)参照)。

　　　　　

アワリー型通信・放送システム実現のため、様々

　

こうした中、郵政省においては、情報通信利用

　

な障害に対応するための諸機能をネットワークで

による高齢者・障害者の生活利便性向上を図るた

　

制御し、個人の特性に合わせて、支援アプリケー

め、以下の施策を推進している｡

　　　　　　　　　　

ションを自動的に調整し、配信する次世代バリア

①障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針

　　　

フリーシステムの研究開発等を実施している([図

　

厚生省と共同で開催した｢ライフサポート(生活

　

表)。

支援)情報通信システム推進研究会｣が10年６月に

　

③情報バリアフリー環境の整備の在り方に関する

取りまとめた最終報告を受け、高齢者・障害者を

　　

研究会

含むすべての者が電気通信設備を円滑に利用でき

　　

10年12月、｢情報バリアフリー環境の整備の在り

るようにするため、同年10月、郵政省は、電気通

　

方に関する研究会｣を、厚生省と共同で設置した。

信設備に求められる機能等の指標を定めた｢障害者

　

同研究会では、情報通信の利活用により、高齢者･

等電気通信設備アクセシビリティ指針｣を告示し

　

障害者を含むすべての人が、等しく情報通信を利

だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

用可能な環境の整備に資する方策を検討している。

　

また、同年11月、関係業界等の代表者等をメン

　

④高齢者・障害者向け通信・放送サービス充実研

バーとする電気通信アクセス協議会が設立され、

　　

究開発助成金

指針を満たす電気通信設備の開発と統一仕様、関

　　

高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放

係業界として遵守すべき自生糸搾等を策定した、

　　

送サービスの開発等を行う民間企業等に対し、研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

究開発に必要な経費の一部を通信・放送機構が助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成しており、10年度は19件の事業に対し、助成金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を交付した。

図表

　

次世代バリアフリーシステムの研究開発の概要

　　　　

(対話型障害レベル自動判定処理技術の例)

一 一 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害支援アプリケーション配信･適合技術の研究開発

関連サイト：高度情報通信社会に向けた基本方針㈲tp:// www.kantei.go.ip､/ip/it/98111Okihon.html)

　　　　　　

通信・放送機構（http://ｗｗｗ､shiba.tａ０.9０.jp/）



(３)電気通信サービスにおけるプライバシー保護

｢電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン｣の改訂

　

郵政省では、電気通信分野における個人情報の

　

原則、｡･か利用・提供の原則、3･適正管片1、4.｡ｲ固人

保護を図るため、３年９月、(電気通信事業におけ

　

参加／ｙ責任の明確化)に加え、各種情服の取扱い

る個人情報保護に関するガイドライン]を制定し、(各論)として、通信履歴、利川明細、発儒若個人

その周知・徹底に努めてきたが、その後のインタ

　

情報、位置情報、不払い者情報及び電話香り情報

－ネットをはじめとする電気通信サービスの高度

　

について個別の条文を設けること、さらに実効性

化・多様化の進展に対応し

　

ガイドラインの実効

　

のあるプライバシー保護及び行政の透叫|生の観点

性を確保するという観点から事業者が収り扱う利

　

から、電気通信分野における個人情報保護の法制

用者の個人情報の種類ごとにできるだけ個別具体

　

化についてもできるだけ速やかに検討する必要が

的な指針を示すことを検討する必要が生じた、

　　　

ある旨の提案があったI

　

郵政省では、このような状況を踏まえ、10年５

　　　

郵政省は、本研究会の報肘を受け、｢電気通信事

月から、｢電気通信サービスにおけるプライバシー

　

業における個人情報保護に関するが｀イドライン｣を

保護に関する研究会｣を開催してきたが、同年10月、

　

改訂し、10年12月に告示したっ今後は、同ガイド

報告書が取りまとめられた。

　　　　　　　　　　　　

ラインの周知徹底を図るとともに、プライバシー

　

本報告書では、３年９月に制定された｢電気通信

　

保護の実効性が確保されるよう更に検討を行うこ

事業における個人情報保護に関するガイドライン]

　

ととしている。

の改訂案として、従来の５つの基本原則(十収集の

図表

　

新ガイドラインにおける各種情報の取扱い

通
信
履
歴

利

用

明

細

位
置
情
報

不
払
い
者
情
報

電

話

番

号

情

報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

容

士電気通信事業者は､課金､料金請求､苦情対応､不正利用の防止その他の業務の遂行上必要な場合に限り､記録することかできる。

②電気通信事業者は､原則として､保存期間が経過したとき又は記録目的を達成したときは､速やかに通信履歴を消去する。

③電気通信事業者は､原則として､通信履歴を他人に提供しない。

①電気通信事業者が利用明細に記載する情報の範囲は､利用明細の目的を達成するために必要な範囲にとどめる。

②電気通信事業者が利用明細を加入者その他の閲覧し得る者に閲覧させ又は交付する場合には､利用者の｢通信の秘密｣又は個人情報

　

を不当に侵害しないよう必要な措置を講ずる。

①電気通信事業者は､発信者情報通知サービスを提供する場合には､通信ごと又は回線ごとに発信電話番号等発信者に関する個人情報

　

の通知を阻止する機能を設ける。

②電気通信事業者は､原則として､発信者情報通知サービスその他のサービスの提供に必要な場合を除き､発信者個人情報を他人に提供

　

しない。

①電気通信事業者は､原則として､位置情報を他人に提供しない。

②電気通信事業者が､位置情報を加入者又はその指示する者に通知するサービスを提供し､又は第三者に提供させる場合には､当該移動

　

体端末の所持者の権利が不当に侵害されることを防止するため必要な措置を講ずる。

①電気通信サービスに係る料金不払いの発生を防ぐため特に必要であり､かつ､適切であると認められるときは､他の電気通信事業者間に

　

おいて､不払い者情報を交換できる｡ただし､交換の対象とすることが情報主体の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は除く。

②不払い者情報の交換をした電気通信事業者は､当該情報を加入時の審査以外の目的のために使用しない。

③不払い者情報を提供し又は提供を受けた電気通信事業者は､当該情報の適正な管理に万全を期すとともに情報主体からの開示又は訂

　

正等の請求を誠実に処理する。

①電気通信事業者が電話帳を発行し又は電話番号案内の業務を行う場合は､加入者に対し､電話帳への掲載又は電話番号の案内を省略

　

するかどうかの選択の機会を与え､加入者が省略を選択したときは､当該加入者の情報を電話帳への掲載又は案内業務の対象から除外

　

する。

②電気通信事業者が･､電話帳発行又は電話番号案内業務を行う場合に提供する電話番号情報の範囲は､原則として､業務の目的達成の

　

ための範囲内とする。

j)電気通信事業者が電話帳発行又は電話番号案内を行う場合の電話番号情報の提供形態は､情報主体の権利利益を不当に侵害するも

　

のであってはならない。

す=電気通信事業者は､原則として､電話帳発行又は電話番号案内業務による場合を除き､電話番号情報を提供してはならない｡

⑤電気通信事業者が電話番号晴報を､電話帳発行又は電話番号案内業務を行う者に提供する場合は､当該提供契約等において､以上の

　

内容に準じた取扱いをする。
一 一 一 一
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電気通信利用環境の整備

（１）電気通信サービスに関する苦情・相談等

　　　　　　

片防･相談等のうち約ニ1割が国内電話に関する事項

　

郵政省では、電気通信サービスに関する利用者か

らの苦情・相談等を受け付けている、9年度における

概要をとりまとめた結果は以下のとおりである｡

　

なお、苦情･相談等については分析を行った上、各

種広報活動等による利肝者等への情報提供、必要に

応じた電気通信丿業者等への指導･要請などにより、

利用者が安心して電気通信サービスを利用できるよう、

電気通信サービスの利用環境の整備を推進している｡

①苦情･相談等の受付件数

　

電気通信利川環境整備室(9年7月までは業務課バこ

寄せられた9年度の苫情･相談等の受付件数は、1,071

件で､8年度に寄せられた苫情･相談等の受付件数に

比べ約3.4倍と人幅な増加となった(図表∩、

図表①

　

年度別受付件数

　　　　　　

図表②、月別受付件数

　

(件)

　　　　　　　　　　　　　　　　

(件)
1,200

　　　　　　　　　　　　　　　　　

200

1,000

　

800

　

600

400

　

375

　

331
☆/

　

6

　　

7

150

100

318
ロ

８

図表③

　

サービス別分類

　　　　

ポケベル

　　　　

3件(0.3%)

　　

公衆電話

　　

8件(0.7%)

　

，
丿

　

電話帳

　　　　　

/｀,･

　

16件(1.5%)
▽

番号案内

　　

一二

62件(5.8％)./

インターネット●‾‾‾･
ドニ

パソコン通信

　　

X，

66件(6.2%)

　　

＼／

　　　　

国際電話'

　

／

　　　　

78件(7.3%)

50

レ

９(年度)

図表１～４

　

郵政省資料により作成

０

　

月別にみると９年７月を境に受付件数は増加してい

る([図表千卜増加の要囚としては電気通信利用環境

整備室が9年7月に設置され、苦情･相談等の受付窓

｢1が明確化されたことや、消費者センターや消費者団

牛等に苦情･相談等の受付窓口の周知を積極的に行

ったことなどが考えられる。

②苦情･相談等のサービス別、内容別分類

　

苫情･相談等を電気通信サービス別にみると､｢国内

電話｣が全体の約4割と最も多く、次いで｢携帯･PHS｣、

｢出際電話｣等となっている([図表寸呪

　

や|青･相談等を内容別に見ると､｢営業活動｣が最も

多く、次いで｢従業貝対応｣､｢料金徴収｣等となってい

る([刈表勁ﾕ

　　　　　　　　　　　

107

　　　　　　　　　

82

ニ

ノ

∩

9年4月

　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９

　　

１０

図表④

　

内容別分類

　　

迷惑通信

　　

21件(2.0％)

　　

制度

　　

32件

　　　

(3.0%)

　　

＿

情報提供

サービス
50件(4.7%)

通信の秘密･

プライバシー

59件(5.5%)

　　　

装置･設備･-

　　　

60件(5.6%)

　　　　　

サービス品質

　　　　　

71件(6.6%)

　

113

82
]

/

11

　　

12

その他
192件
(17.9%)

125

158

10年1月

　

２

127件
(11.9%

---●

183

３

料金徴収
115件

条件

　

’

101件

(9.4%

10.7%)

※

　

情報提供サービスとは､ダイヤル０２､ツーショットダイヤル

　　

国際情報提供サービスなどをいう。



(２)電気通信サービスモニター制度

発信電話番り‘通知の導人を約3割が積極的に評価

　

郵政宵は、利用行からの意見・安望を幅広く聴

取することにより、電気通信サービスの利用を巡

る問題点を的確に把捉して、利川行が安心・快治

に電気通信サービスを利用することができる環境

整備のための施策に反映させることを目的とし、

６年度より電気通仁サービスモニター制度を実施

している｡

　

10年度の第∩目1アンケート調作は、10年7J｣に

１発信電話爵号通知について、250斤別電話帳(ハ

ローページ)について、３大帯・自動巾ﾝ七話、PHS

会社による不払い者情服の交換についてなどの調

於行つ付⑤

図表

　

１０年度電気通信サービスモニターに対する第1回アンケート調査結果（抜粋）

①発信電話番号通知について

　

【発信電話番号通知の認知度】

　　　　　　　　　　　　

【発信電話番号通知の導入についての評価】

聞いたことはあるが、
内容はよく知らない

　　　　　　

17.0%

知らない1.4%

=②５０音別電話帳(ハローページ)のCD-ROM提供について

どちらともいえない

　　　　　

卜一

　　　　　

21.1%

　　　　

/

　　　

その他4.1%

　　

／

積極的にＣＤ-ＲＯＭ化を進めるべき

　　　　　　　　　　　　　　

28.1%

よくわからない

　　　　　

8.2%

どちらともいえない一一÷

　　　　　　

50.2%

一 一 一 一

無回答O｡4％

一無回答1.5%

従来の紙媒体のままでいい

46.3%

一導入して

　　

よかった

　　

34.0%

‥導入すべきで

　

なかった

　

6.1%

③不払い者の情報の交換についての考え方(複数回答)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0

　　

10

　

20

　

30

　

40

　

50

　

60

　

70

　

80

　

90

　

100(％)
渡りによる損失を一般利用者の料金でカバーするのは不合理であり、

不払い者情報の交換は積極的に行うべきである

料金を支払わない者のプライバシーはある程度制約されてもやむを得

ず、不払い者情報の交換も認められる

不払い者情報の交換はやむを得ないが、プライバシー保護のために十

分な措置を講じる必要がある

プライバシー保護の観点から不払い者情報の交換は一切認められない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わからない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

無回答

※

　

アンケート発送数: 1,000､[o]収数旧６Ｂ､回収率旧Ｇ日％

62.9
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電波利用環境の整備

（１）人体電波防護対策

　　　　

安全で安心な電波利用のため、電波防護のための基準を制度化

　

これまで電波利用における人体の防護について

は、２年６月の電気通信技術審議会答申である｢電

波利用における人体の防護指針｣を踏まえて、(矩

電波産業会が策定した｢電波防護標準規格｣が、無

線局の建設・運用に際してのガイドラインとして

活用されてきた。しかしながら、昨今の携帯電話

等の急速な普及に伴い、無線施設が生活圏の近辺

に整備されるようになってきたことにより、これ

らの無線設備から発射される電波が人体に好まし

くない影響を及ぼすのではないかという懸念加提

起されるようになった、こうした中、10年３月、

｢電波防護指針の運用の在り方に関する調査研究

会｣において、従来の民間ガイドライン方式から強

制規格へ移行することが望ましいとの提言を内容

とする報告書が取りまとめられた､。

　

このような状況を踏まえ、郵政宵は10年７月に

電気通信技術審議会に対し､｢電波防護指針への適

合を確認するための電波の強度の測定方法及び算

出方法｣について諮問し、同年11月答申を得た。こ

の答申では、電波防護のための基準への適合性を

図表

　

電波法施行規則の改正内容

できる限り容易に、かつ、統一された方法により

確認できるよう、電波の強度の測定方法及び算出

方法加提示されている。

　

郵政宵ではこの答申を踏まえ、10年10月、電波

の強度に対する安全施設の規定の追加を内容とす

る電波法施行規則の一部改止を行い、11年10月か

ら実施することとしている。

　

また、郵政省では、電波防護の基準への適合を

確認するための電波の強度の測定方法及び算出方

法を占示するとともに、広く周知を図っていくこ

ととしている。

　

そのほか、郵政省では、９年10月より｢生体電磁

環境研究推進委員会｣を開催し、電波の生体安全性

評価に関する研究･検討を行ってきたが、同委員会

が行ったラットを用いた短期電波ばく露実験の結

果、携帯電話に対する電波防護指針の電波強度レ

ベルにおいて、血液一脳関門に障害を及ぼすよう

な影響は生じないことを確認した｡同委員会では、

今後、電波の長期ばく露が脳に及ぼす影響等につ

いて、引き続き研究を行うこととしている。

無線設備から発射される電波の強度が定められた値・を超える場所(人が通常、集合し、通行

し、その他出入りする場所に限る。)については、その無線設備の取扱者以外の者が容易に

出入りできないように施設することを無線局免許人に義務付けること。

(電波法施行規則第21条の３)

※

　

電気通信技術審議会答申｢電波利用における人体の防護指針｣において基準値が定められている(資料４４参照)。
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(２)特定空間での電波利用の在り方

10年12月から、携帯電話等の通信抑111機能を有する
実験用無線局の免許申砧受付開始

　

携帯電話及びPHsの急速な汁･及に伴い、劇場や電

車内子の公衆が集まる場所での携仙りロドヅの利川

が頻繁に行われるようにな厄石祐斤や話し声に

不快感を訴える人が多くなってきている。

　

そこで郵政宵は、秩序ある電波利川の促進を|関

るために、10年4 JJから｢発石信による迷惑防廿lの

ための電波利用の作り方に関する研究会｣を開催し

劇場やコンサートホール子の公共施設における携

帯七話等の迦信抑|ﾄについて検討した｡研究会で

図表無線局開設の条件等の概要

は、通信抑|llに対する社会的ニーズと携帯電話、

PHS言の利川行の利便性とを比較考慮し、制ぽ的及

び技術的課題言について検討が行われ、同年６月

には、使用条件と使川場所を限定したヒで、携帯

首話言の通仁抑止機能を有する無翁ﾘjの開設を認

めることを内容とする報告爪=が取りまとめられた､．

　

これを踏まえ郵政宵は実験局の開設について検

討し実験り開設の矢件を整理して川年12月より

免許申請の受付を開始した、

(1)無線設備の設置場所

　　

①無線設備の製造メーカー､携帯電話事業者又はＰＨＳ事業者の研究施設

　　

②コンサートホール､劇場及び演芸場

　　　

(開設の条件の考え方)

　　　

次の条件を満たしている場所に限定

　　　

ア

　

通信の抑止効果の及ぶ範囲が一定の空間に限られ､当該空間(コンサートホール､劇場及び演

　　　　

芸場。以下｢コンサートホール等｣という。)が不特定多数について開かれていないこと。

　　　

イ

　

携帯電話等の通信を抑止することにより､コンサートホール等の入場者の入場目的の保護が図

　　　　

られる必要があり､かつ､興行の円滑な遂行が確保される必要があること。

　　　

ウ

　

コンサートホール等において､携帯電話等の利用者から通信の抑止に係る許諾が確保されるも

　　　　

のであること。

(２)無線局の種別

　　

実験局

(３)無線局の目的

　　　

携帯電話端末等の運用に与える影響及び電波伝搬特性等のデータを取得するために開設すること

　　

を目的とするものであること。

(４)免許主体

　　　

無線設備の製造メーカー､携帯電話事業者又はPHS事業者のほか､この実験局は､コンサートホール、

　　

劇場及び演芸場における携帯電話及びＰＨＳの呼出音による迷惑防止を図る観点から開設するもので

　　

あるため､これらの管理者も免許主体とする。
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視聴者環境の向上

（１）視聴者政策の推進

　　　　　　

放送事泉者に対して視聴覚機能への影響に配慮した

　　　　　　

ガイドラインの策定を提,V

　

９年12月、いわゆる｢ポケットモンスター問題｣

によＬ高度な映像于法を活川した放送番組が人

体に影響を/j･える口f能性があることが明らかとな

った｡これを契機として、郵政省は、問題の再発

防|卜放送文化・映像文化の発展及び了供たちの

健全な発達に向けて、｢放送と視聴覚機能に関する

検討会｣を開催した､。

　

同研究会では、トセルアニメーション映像が視

聴覚機能に影響を与える問題の分析、口諸外国に

おける対応状況の分析、ｊデジタルアニメーショ

ン等の新たな映像表示不法との関係、干人間の成

長段階における影響の相違、５聴覚機能に与える

占の影響、万望ましい視聴環境などについて検討

し、10年４川に中問報告、同年６月に最終報告を

取りまとめた。

　

中問報告では、セルアニメーションにおける表

示于法について、卜放送事業者ができるだけ具体

的なガイドラインを自主的に策定すること、②=ガ

イドラインにおいて閃光、規則的パターン、赤色

及び輝度について触れること、j.澗題の回避及び

良好な視聴環境の確保のため、情報提供・啓蒙活

動に努めることなどの提言を行った。さらに、最

終報告では、セルアニメーション以外の放送番組

を含めたすべての放送番組の表示手法等について、

同様の提言を行った。

　

これを受け、放送事業者等においても、自主的

なガイドラインを策定するとともに、番組基準等

に反映させている([jく]表)。

　

なお、郵政省では、放送事業者の自主的なガイ

ドラインの充実等を㈲るため、デジタル技術を活

用した映像衣示手法が視聴覚機能に与える影響な

ど研究成果の蓄積が不十分な分野について、更に

研究を進める予定である。

図表「放送と視聴覚機能に関する検討会」報告の提言を受けて策定されたガイドライン等

ガイドライン等 内　　　　　　　　　　　　　　容

アニメーション等の映像手法に

関するガイドライン

　　　　【ＮＨＫ･民放連】

　　　　(10年4月8日)

1.映像や光の点滅は､原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに､次の点に留意

　する。

(1)｢鮮やかな赤色｣の点滅は特に慎重に扱う。

(2)前項(1)の条件を満たした上で1秒間に3回を超える点滅が必要なときは､5回を限度とし、

　かつ､画面の輝度変化を20パーセント以下に抑える｡加えて､連続して2秒を超える使用は

　行わない。

2.コントラストの強い画面の反転や､画面の輝度変化が20パーセントを超える急激な場面転

　換は､原則として1秒間に3回を超えて使用しない。

3.規則的なパターン模様(縞模様､渦巻き模様､同心円模様など)が､画面の大部分を占める

　ことも避ける。

日本放送協会国内番組基準

　　　　　【NHK】

　　　(10年5月26日)

第1章(｢放送番組一般の基準｣)第11項(｢表現｣)に次の1号を追加。

　7.アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する。

日本民間放送連盟　放送基準

　　　　　【民放連】

　　　　(11年4月1日)

8章｢表現上の配慮｣の中に次の条文を新設。

　(59)細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては､視聴者の身体への

影響に十分配慮する。



(２)青少年と放送

占l少年の健全育成に向けて放送分野における対応策を幅広く倹討

　

青少年犯罪は近年多発化傾向にあり、青少年の

健全育成は政府を挙げて取り組むべき課題である｡

青少年とメディアの関わりという観点から、郵政

省では、放送分野における青少年対応策について

検討するため、10年５月から｢白少年と放送に関す

る調査研究会｣を開催した。

　

同研究会では、十一放送先進国、児章の権利に関

する条約批准国としての対応、口放送事業者の自

律による対応、す放送事業者と視聴者の信頼関係

図表①「青少年と放送に関する調査研究会」報告の概要

を‥一川高めるという視点から、llj少年と放送の在

り方についての基本的態度、施策の加川生につい

て検討し､10年12月に報占を取りまとめた(図衣Ｕﾕ

　

同宗告を受け、各提八の早期凡体化に向けて、

郵政宵、ＮＨＫ及び叫川本民問放送連凹｡が共同で11

年りjからnil少年と放送に関する専門家会介]を

開催し、同年６月を目途に具体的導人方策につい

て取りまとめる予定である。

１

　

青少年向け放送番組の充実

　

･青少年に積極的効果をもたらす放送番組の充実

　

･学校等における教育番組等の活用を推進

２

　

メディア･リテラシーの向上

　

･関係行政機関､視聴者団体､放送事業者､教育関係者との連携

　

･メディア･リテラシー充実策の方法論､推進体制の充実

３

　

青少年と放送に関する調査等の推進

　

･大学､研究機関等における継続的な実施

　

･諸外国･国際機関における青少年と放送に関する調査結果の動向把握

４

　

第三者機関等の活用

　

･視聴者の苦情､意見等を受け付けて､番組に反映させる仕組みの充実

５

　

放送時間帯の配慮

　

･青少年に不適当と考えられる番組等について放送時間帯に配慮

　

･放送事業者が放送時間帯を自主的に設定

６

　

番組に関する情報提供の充実

　

･番組に関する情報提供(番組の分類基準､事前表示等)の在り方を検討の上､業界のガイドラインを策定し､放送事業者が自主的

　　

に実施

フ

　

Ｖチップ※

　

･今般の提言の実施状況､デジタル技術の動向等を踏まえ､継続検討

８

　

今後の進め方

　

･提言の早期実現に向けて､その細目の早急(6か月以内を目途)な具体化のため､新たな検討の場(専門家会合)を速やかに設置

※

　

Ｖチップとは､テレビ受像機等に組み込み､番組にあらかじめ付されたコード信号をもとに暴力や性的シーンの多い番組をブロック

　　

する(テレビにその番組が映らないようにする)ことができる装置．｢Ｖ｣は､｢VIOLENCE(暴力川の頭文字．

　　

放送事業者は､自主的に暴力や性的シーンの多い番組をレイティング(分類)レ個々の番組にこれを示すコード信号を付けて放送．

図表②･各国における 11年3月末現在）

国名 放送時間帯の制限 番組の事前表示等 Ｖチップ

米国 ○ ○ 導入について制度化

英国 ○ ○ -

フランス ○ ○ -

ドイツ ○ ○ -

カナダ ○ ○ 導入方針決定

韓国 ○ ○ -

シンガポール ○ ○ -

ｉ香港 ○ ○ -

オーストラリア ○ ○ -

ニュージーランド F'う ○ -

日本 - - -
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次世代における地域情報化政策の在り方
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電気通信審議会に諮問、Ｈ.年5月に答申

　

21世紀を目前にひかえ、地域においては少子・

高齢化への対応、地方分権の推進、地域経済活性

化、環境問題、地域連携・地域交流の創造等の諸

課題が山積している､．

　

一一.方、情報通信分野においては、デジタル化等

の情報通信技術の進歩により、あらゆる情報がネ

ットワークを通じて瞬時に世界中を流通する｢グロ

ーバルな高度情報通信社会｣の時代が到来してい

る.．

　

これまで郵政省は、地域における情報通信系盤

整備を図る目的で、情報通信関連産業の創造・合

成、情報通信のアプリケーションの開発・普及、

情報通信利川施設の整備等を行ってきた、しかし

ながら、次世代に向けて、活力ある個性豊かな地

域社会が築かれるためには、地域における情報通

信の高度化と高度利用への取組が不可欠であり、

このためには、情報通信分野の技術革新とその利

活用を視野に入れて、長期的展望に立脚し九地域

情報化の推進方針を確立する必要がある。

　

郵政省は、10年10月、電気通信審議会に対し、

次世代における地域情報化政策の在り方について

諮問した((図表)。現在、通信政策部会において審

議が進められており、審議の過程においては、各

地方の情報通信関係団体等の意見を聴取している。

　

なお、答申は11年５月に行われた。

図表「次世代における地域情報化政策の在り方」審議のフロー図

背景

０地域をめぐる社会･経済情勢の動向

　

・少子･高齢化の進展

　

・地方分権の推進

　

・地域経済活性化の要請

　

・環境問題の深刻化

　

・地域連携･交流空間の創造

＠地域情報化を取り巻く情報通信環境の動向

　

・爆発的なインターネットの普及

・西暦2000年問題への対応

・地域情報化施策の進展

　　

次世代における

　　

地域情報化政策の
／

　　

在り方

　　　　　

活力ある

　　　　　

個性豊かな
ｰ／

　

地域社会の

　　　　　　

実現

于

地域情報化の課題とアプローチ手法

　

アプリケーションの

　　　

情報通信利用環境の

　　　

情報通信インフラ

　　

地域情報化の担い手にて‰“)j犀讐丿昆緊JJ笛£｣こ屈居コ

248



地域情報化の推進

地域情報化に取り組む地方公共団体等の支援を推進

　

郵政省では、高度な情報通信ネットワークの全

国的な整備を行い、地域における情報迦信利川を

促進するため、地域情報化に取り組む地方公共団

体等を支援している(資料45参照)。

　

10年度における主な施策の取組状況は、以ドの

とおりである。

①先進的情報通信システムモデル都市構築事業

　

通商産業省と共同で、モデル地域を指定し、行

政、教育、医療、防災等の複合的機能を持つ先進

的な情報通信システムの整備に対し、所要経費の

一部を補助する、先進的情報通信システムモデル

都市構築事業については、10年６月及び12月に公

募し、14件の事業を採択した(資料46参照)、

②地域・生活情報通信基盤高度化事業

(i)自治体ネットワーク施設整備事業

　

高度なネットワークを通じて、市役所、学校、

病院等の公共施設を接続し、行政、教育、医療、

福祉等の高度化を図るための施設整備を行う自治

体に対し、所要経費の一部を補助する、白治体ネ

ットワーク施設整備事業については、６年度以降

68件の事業を採択し、10年度末現在、50件が稼働

している(資料47参照)。

(ii)マルチメディア街中にぎわい創出事業

心市街地の活性化のため、10年７月ト建設竹、通

商産業省、自治竹、運輸省及び農林水産省と鈍川

で策定した｢巾心市街地における市街地の整備改善

及び商業等の活性化の‥一体的推進に関する法律｣が

施行された

　

郵政省では、情報通信の活用による中心巾街地

の活性化施策として、10年度において、マルチメ

ディア街中にぎわい創出事業を創設した。､この事

業は、中心市街地に人の流れを作り出すことを目

的に、情報通信を活用した、商業、行政等の分野

のアプリケーションや、マルチメディアに親しむ

ための機能を併せ持つ施設を整備する地方公共団

体等に対し、所要経費の一部を補助するもので、

10年度において２件の事業を採択した(図表、資料

47参照)。

(iii)地域イントラネット基盤整備事業

　

郵政省は、10年度において、地方公共団体、第

三セクター又は公益法人が、教育、行政、福祉、

防災等の公共分野の高度化を目的として、公共施

設をインターネット技術を活用して接続する地域

の高速ＬＡＮ(地域イントラネット)を整備する場合、

経費の一部を袖助する地域イントラネット基盤整

備事業を創設し、７件の事業を採択した(資料47参

商業施設の郊外展開等により、空洞化が進む中

　

照)。

　　　　　　　　　　

図表

　

マルチメディア街中にぎわい創出事業の概要(洲本市の例)
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公共電気通信システムの共同開発の推進
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各省庁連携による公共分野の情報化を推進

'‥‥‥‥‥‥ｅ１．１９．･ＵｔＷｆｌ

　

公共分野の情報化については、９年5月計経済構造

　

業務に川いられる電気通信システムであって､その利

の変l卜と創造のための行動計|叫]において、我が国

　

使性を効果的に高めるもの)の開発を促進し、公共分

経済社会令体の情報化の起爆剤と位置づけられ、積

　

野の情報化を推進することとした。

極的に推進することが閣議決定されたｰこれに伴い、

　　

本法施行後に、高度情報通信社会推進本部におい

宵庁問の連絡協議を密にして、各宵庁が共同・連携

　

て決定された[高度情報通信社会推進に向けた基本

したプロジェクトを構築し、川手連携して行う研究

　

方針]において乱公共分野の情報化は、各省庁及び

成果を省庁問で相互利川するなど､省庁間の壁を越

　

地方公共団体等が連携して総合的・計画的に取り組

えた効果的な施策を構築することが期待されている、

　

むことが必要であるとされた(3↓1参照)。

　

こうした巾、10年ｎ月、郵政竹が、文部省、農林水

　　

11年度においては、警察庁及び自治省と連携して、

産省及び運輸省と共同で策定した｢特定公共電気通

　

同法の対象となる特定公共電気通信システムに警察

信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に

　

通信の安全を確保するための機能を有する電気通信

関する法律｣が施行された、同法に基づき、通信･放

　

システム及び災害状況を把握し、その被害を予測す

送機構は、通信･放送技術と特定の公共分野(教育分

　

るための機能を有する電気通信システムを追加する

野、述送関係行政分野等パこおける各省庁固有の技

　

こととし、このための｢特定公共電気通信システム開

術を一体的に研究開発することにより、特定公共電気

　

発関辿技術に関する研究開発の祁進に関する法律の

通信システム(教育支援システム、運送関係行政事務

　　

哨Sを改正する法律案)を第14訃仲{|会に提出してい

に係るオンライン申請システム等の公共分野における

　　

る、

図表

　

特定公共電気通信システムの例(11年度の法律改正により追加予定のもの)
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ＩＴＳの推進

Ｈ年2月、電気辿儒技術審議会答申において、2015年までのIli場規模は

約60兆円、2005'Iﾐまでの雁川効米を約ぶ1万人と試算

　

ITS(高度道路交通システム:Intelligent Transport

Systems)はヽ最先端の情報通信技術を用いて[人]と

[道路]と｢車両｣とを--{本のシステムとして構築す

ることにより、安全性、輸送効率、快適性の向に、

更に環境保令にも大きく祐尚･する次世代の交通シ

ステムである(図表十)､。

　

我が国では、８年７川、ITS関係５省庁(郵政竹、

警察庁、通商産業省、運輸宵及び建設省川二おいて

｢ITS推進に関する全体構想｣を策定しITS開発の

展開目標について今後20年間のビジョン(資料48参

照)として収り組んでいるところである。

　

現在、既に一一部のシステムについては実川化さ

れており、交通渋滞情報等をドライバーにリアル

タイムで提供する｢道路交通情報通信システム

図表①

　

ITS情報通信システム将来像イメージ

ITS情報通信プラットフォーム(情報通信基盤)

IＴＳ情報ゾ

'゛"7ごご.ご.ｿﾞｰ‾'一汁

’ - ／

- = －

　 　 　 　 　 　

・

　

’ 、 、 ご ｀ 一 一 - - ‥ - . - - ･ て . 一 一

　 　 　

～ － ･ = /

一一

ごニーごJJ一一･

(Vies : Vehicle Information and Communication

Systems)｣については、８年度から本格的なサービ

スを開始しており、高速道跡等で帽伺を停|llする

ことなく料金徴収を口f能とする｢ノンストップ自勤

料金収受システム(ＥＴＣ : Electronic Toll Collection

システム)｣については、11年度に運用開始のジ定

である(資料49参照)-

　

なお、ITS関係５省庁では、ITS令体構想を踏ま

え｢高度遊路交通システム(ITS)モデル地区実験構

想フィージビリティスタディ委員会]を設置し

｢ITSモデル地区実験構想｣の検訂を進めてきたが、

10年９月、令川から５か所のITSモデル地区実験候

補地を選定した(資料50参照)｡

既存のネットワーク

IＴＳ情報
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路側ネットワーク
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〈車内ネットワーク(ＩＴＳData Bus)、センサー､衝突防止レーダー等〉
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ITSの各種システムは、高度な治樅通信技術がそ

れぞれの特徴に応じて求められることから、郵政

省は10年４月に電気通信技術審議会に対し｢高度

道路交通システム(ITS)における帖乱匝信システム

の在り方について]諮問し、11年２月に答申を受け

た。答申では、ITS情報通信システムの将来像や今

後期待されるアプリケーション等を明らかにする

図表S≒

　

ＩＴＳ情報通信関連分野の市場の展望

とともに、】TS情報迦信システムにおける2015年度

までの市場規棋を約60兆円、2005年度までの雇用

効米を約33万人と試算している(㈲衣2卜

　

さらに、

ITS情報通信システム実現のための研究開発･標準

化課七万の明確化、ITS情報通信システムの総合推

九方策について行神石ごがなされている(図表③)。

●インフラ整備と端末機器の普及により､巨大なITS関連サービス市場か剔出多様なア

プリケーションの下､¶TSサ一ビス市場での新たなビジネス展開の機会か拡大，

･2015年度までのITS情報通信関連市場の累計：約60兆円(全産業へは約100兆円の

経済波及効果)

●サービス市場は2003年頃から本格的に立ち上がり､その後は､5年ごとに倍増

･2015年度時点､サービス市場は市場全体の約65％に成長

●カーナビゲーション車敵機は将来､パソコンやインターネット接続機能を備えた高機能車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　敵機へと統合､,有料道路のノンストップ自動料金収受(ETC)用車敵機も多機龍車敵機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　へ統合。

　･2015年のカーナビゲーション車戦機の普及台数は､現在の10倍以上の､4,200万台

●ITSの情報通信関連分野は､21世紀のリーディング･インダストリ一のひとつに成長､，

相当数の雇用の創出にも大きく寄与、

●2005年度で約33万人､2015年度で約107万人の雇用を剖出

(億円)
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市場規模の推移

レ‾‾‾｣ITSの情報通信サービス

ロコ〕車載機等の端末機器

恵二]ITSの情報通信システム
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寫麺匡
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※

　

市場規模試算の前提

　

(l)ITSの情報通信閏浬雨場はてITSの|評卜通信サービス市場JE車数ｷ次等の端末機器市場]｢ITSの情邨通信システム(インフラ関連)

　　　

市場｣により横成｡

　

(２)期間は､2000年度から20捷5年度までを設定、

　

(３)次世代携帯電話､衛星放送､インターネット等のITS町用ではないシステムに係こわる設備投資､端末等の市場は基本的に除夕卜

図表③

　

ＩＴＳ情報通信システムの総合推進方策

男

　　

；

f47,729

軋犬

ﾙﾆ

17,417

8,470j.

2015 (年度)

研究回のｕC和範巫つ（蕪河西暖）C和己匝０（コ垂和二卜⊂）和コ）………1,j

　　　　　　　　　　　　

ITS情報通信システムの研究開発標準化の推進

●ＩＴＳ情報通信システムの研究開発標準化ビジョンの早期実現(総合的に取り組むべきＩＴＳ研究開発課題)

　

●スマートゲートウェイ技術の実現

　

●ITS情報通信プラットフォーム技術の実現

　

●ITSアプリケーション汎用化･高度化技術の実現

　

・ヒューマンフレンドリーなITS端末高度化技術の実現

●国際競争と協調した研究開発･標準化の推進

･ ITS分野における大学等の研究の充実･強化(新たな学問領域としての取組み､学会との連携)

ITS情報通信技術の

研究開発体制の整備

●ＩＴＳ標準化研究開発施設の整備

　　　　

地域への先行的ITS

　　

情報通信システムの開発

●¶TS情報通信システム･パイロット実験

　

の推進

●実験データの評価･分析機能の充実

　　　　　　

ＩＴＳ関連インフラの整備･端末の普及促進

●ITS情報通信システムの拡張性や標準化等を踏まえたインフラの整備

●ITS端末機器の早期普及や交通弱者に配慮した研究開発等の推進

●円滑なＩＴＳ情報通信システム導入に向けた環境の整備



テレワークの推進

地域のテレワーク普及基盤の整備と、普及支援施策の充実

　

テレワークには、通勤ｎ担の軽減、仕事と育

児・介護の両立、障占者・高齢者等の就業機会の

拡大、地域の活性化、地球温暖化の防止等のメリ

ットがある｡､郵政省では、その普及・促進を図る

ため、以ドのような政策を推進している

①地域におけるテレワーク普及基盤整備の推進

(i)テレワークセンター施設整備事業

　

市町村又は第三セクターが、テレワークを行う

拠点として共同利用型テレワークセンター施設を

整備する場合、経費を補助しており、10年度寂現

在５地域が事業を実施している(㈲仏資料47参照)_

なお、11年度には、事業生体に都道府県が追加さ

れる予定である、

(ii)情報バリアフリー・テレワークセンター施設整

　

備事業

　

10年度において、高齢者･障害者が、最適な環境

でテレワークを行うことができる情報バリアフリ

図表

　

テレワークセンター施設整備事業の概要

企業等

－･テレワークセンター施設を都道府県、巾町村、

第ﾉ{セクター及び公益法人が整備する場介、経費

を補助する朧度を創設し10年度末現在２地域加

判業を実施している(資料47参照)､、

ダぽ)テレワーク普及支援施策の充実

(i)テレワーク促進税制

　

珀年度において、テレワークの普及促進を図る

ため、法人又は個人が、サテライトオフィス形態

のテレワークを実施する｣ニで必要な電気通信設備

について、取得後５年問、固定資産税を軽減する

欧を創乱だ

(ii)在宅テレワーク普及に向けた住宅情報化の推進

　

11年度において、次匪代の住宅に必要な情報通

信システム及び在宅テレワークの普及に資する情

報通信システムに関する研究開発を行ケ予定であ

るｰ

テレワークセンター
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国際政策の推進
(１)主な国際会議の動向

　　　　　　　　

情服通信を巡るi{な国際会議の概要

　

サミット(ト要国|町脳会議)において、情報通信

開連については19叫年のナポリ・サミット以来、

毎年に及されている

　

このことは、各国首脳の情

報迦仁分野の弔ﾐ支社に関する認識が高まっている

ごとを示している｡また、第3[｢>1APEC(アジア太平

図表

　

主な国際会議の概要

洋経済協力:Asia-Pacific Economic Cooperation)電気

通信･情服通信産業大[げ会合(資料51参照)及び汀Ｕ

嘔|際電気迦信巡行:International Telecommunication

Union)全楡委０会議(資料35､52参照パこおいても情

報通信に関して活発な議論が交わされた(図表)。

会　議　名 採択された決議等の概要

主要国首脳会議(サミット)

1998年5月15日～5月17日

バーミンガム(英国)

ｉハイテク犯罪の防止に向け､電子データの保存等に関する法的枠組み及び国家間での証

　拠の共有について､産業界との緊密な協力を図る。

2･コンピュータ西暦2000年問題は､特に国防､運輸､電気通信､金融サービス､エネルギー及

　び環境各セクターにおける重要な課題であり､この問題に取り組む責任を有する産業界及

　び関連諸機関と緊密に協力する。

第3回ＡＰＥＣ電気通信･情報通

信産業大臣会合

1998年6月3日～6月5日

シンガポール

①通信機器のグローバルな流通の円滑化を図るために､相互承認の取り決め(MRA:

　Mutual Recognition Arrangement)案文が採択された。これによって輸出企業は自国

　内においての認証取得が可能となり､輸出国先においての認証が不要となるため､通信機

　器の国際的な流通量の拡大が促進される。

･2Jアジア太平洋情報通信社会実現に向け､APIKアジア太平洋情報通信基盤:Asia- Pacific

　Information Infrastructure)の構築を推進するとともに自由化を一層推進する。

!｡本会議では､事務総局長等の選挙が行われ､内海善雄郵政大臣官房審議官がＩＴＵの事務

　

総局長に選出された。

?｡これまで民間セクターはＩＴＵの意思決定過程に参加することはできなかったが､憲章及び条

　

約の改正が採択されＩＴＵの各部門における標準化等に関する勧告のうち､政策･規制関連

　

以外のものについては加盟国と民間セクターが対等に採択に参加できることとなった。
ＩＴＵ全権委員会議

1998年10月12日～11月6日

ミネアポリス(米国)

j=これまでＩＴＵでは加盟国及びＩＴＵ活動に参加する民間セクターメンバーから提供される分

　

担金によって､運営されてきた｡採択された憲章及び条約の改正によりＩＴＵから提供される

　

サービスを享受する者が負担する費用回収原則(コストリカバリー)が一部導入されること

　

となった。

本情報通信分野に関する政策･規制の問題についてハイレベルの政策担当者が議論し､意

　

見･情報を交換する場として､前回の京都全権委員会議の際に4年間の期限つきで設けら

　

れた世界電気通信政策フォーラムを存続させることとした。



(２)国際衛星通信を巡る動向

インテルサット、インマルサットにおける機構改革:

　

近年、インテルサット、インマルサットは民間

衛星によるグローバルなネットワークの出現、同

時にインテルサットにおいては国際通仁の光海底

ケーブルによる伝送への移行により、競争環境が

激化したため機構改革を迫られていたｰ

①インテルサット(国際電気通信衛星機構

　

:ＩＮＴＥＬＳＡＴ)(資料53参照)

　

インテルサットは、各国の国際公衆電気通信業

務のために必要な寸:宙部分のインフラを世界のす

べての地域に無差別に提供することを上たる目標

としている国際組織である､。

　

インテルサットは、第22川締約国総会(1998年３

月)において、子会社(ニュー・スカイズ･サテライ

ツ社)を設立することを決定し、映像等の競争性の

高いサービスを提供させることとする･方、イン

テルサット自らは竹声･データ等の基本サービスの

図表作･インテルサット機構改革のメカニズム

設立時に子会社株式(９０％)を

出資率により配分

署名当事者

↑

インテルサット基本サービス

　　　

(音声･データ中心)

設立時に株式(１００％)を譲渡

提供にヴ念することとなった｡、r一会社はオランダ

に設ヽyされ、1998年11月にインテルサット本体か

らの資産(衛星叫流)の譲渡を完J'したｰ

②インマルサット(国際海事衛星機構

　

:Inmarsat) (資料54参照)

　

インマルサットは、海事通仁を改善するために

必要な寸:宙部分のインフラ提供を目的に設しされ

た国際組織である(その後、その目的に航空通信と

陸上通仁を追加)｡

　

インマルサットは、第12回総会(1998年４月)に

おいて移動衛星通信業務の民問会社への移管につ

いて定める条約改ll{が採択された、また、インマ

ルサット｢国際海事衛星機構｣は名称を｢岡際移動通

信衛星機構｣に変兜し、インマルサット新公社を監

督することとなる、

子会社株式(1 0%)を信託

　　

キャピタルゲイン

↑

　　　

↓

　　

設立時に衛星６機を移転

子会社新サービス

　　

(映像中心)

図表②）インマルサット機構改革のメカニズム

公的業務契約及び

特別株による監督

　　　　

経営権

株主

　　　

ダ

インマルサット機構

　　

(総会機能)

　　

↓

インマルサット新会社

　　

(事業運営機能)

設立時に署名当事者に株式(１００％)を配分

その後の売買は自由

株式公開後は､市場を通じて資金を調達

株式公開後は、市場を通じて資金を調達

子会社の経営権なし

信託機関

株式市場

株式市場

各国の電気通信事業者 こ二２ち 利用者
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国際協力の推進

　　　　　　　　　　　

開発途|こ国へ対する我が国の貞献

図表1･

　

資金協力の実施状況(1997年度署名分)

チュニジア一

円借款

通信網整備計画(||)

91.39億円

　　　　　　　

／

※｜

※２

　　　　　　

｜

　　

アンゴラ

　　　　

’‾’‾

　　　　　　　　　

無償資金協力

　　　　　　　　　

ルアンダ市電話網改善計画（1／２）

　　　　　　　　　

8.54億円

郵政省所管案件のみを掲載。

無償資金協力､円借款は交換公文ベース。

図表･g･

　

通信分野における援助実績

円借款－ｉ

　

無償資金協力

557.19(5.6)

700

億円

　

･ふり

　

600

(％)

78.04(6.1)

(年)

1993

匹1994

ぼ

310.92(2.9)

　　　　　　　　　　

69.23(3.5)

500

　

400

　

300

　

200

　

100
０

1996

1997

･回?

　

無價百金協力､円借款は交換公文ペース､技術協力はJICAベース。

図表１、２

　

「我が国の政府開発援助」（外務省）及び郵政省資料により作成

○

０

技術協力･

　　　　

６逼‾ぶみつ

専門家派遣

　

76(2.6)

100

　　

200

　　

300

　　

400

　　

500

　　

600

　　

700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人(％)

・Ｊ内は一股無頃I全体日当務隷肩無償､ノン･プロジェクト無償､草の根無賃を除く卜又は円借款全体(債務繰延べを除く)に占める

割合(単位揚へ技術協力においては全体に占める割合(単位:％八



グローバル化への対応

（１）国際標準化に向けた取組

　　　　　

ＩＴＵ及びアジア･太平洋地城における標準化活動の動き

　

電気通信分野の国際標準化には、国際電気通信

連合(ＩＴＵ: InternationalTelecommunication Union)が

重要な役割を果たしている。ＩＴＵにおいては、電気

通信標準化部門(ＩＴＵ-Ｔ : ITU-Telecommunication

Standardizatitn Sector)及び無線通信部門(ＩＴＵ- Ｒ :

汀U-Radiocommunication Sector)が標準化活動を行

っている(図表①､=か､資料55参照)。

　

一方、公的機関である汀Ｕを介さずに事実上の

標準を形成するデファクト標準化が進展しつつあ

る。ＩＴＵにおいても、例えばインターネットの標準

作成フォーラムであるIETFdnternet Engineering

Task Force)との間で、1998年９月、協力協定を締

結し、共同してインターネットプロトコル関係の

標準化に取り組むこととするなど、民間セクター

との積極的な連携を進めている。

　

我が国にとっても、情報通信サービスのグロー

バル化に伴い、国際的な標準化でいかにリーダー

シップを発揮するかが、我が国情報通信技術の国

際競争力を大きく左右することとなる。そこで、

高度道路交通システム(ITS : Intelligent Transport

図表①

　

ＩＴＵ電気通信標準化部門の主な取組

Systemりの標準化については、道路交迦情報通信シ

ステム(vies:Vehicle l吋ormation and Communication

Systems)、ノンストップ自動料金収受システム及び

衝突防止レーダーを、衛星デジタルノ丿式について

はヽ統合サービスデジタル放送(ISDB：Integrated

Service Digital Broadcasting)を標準方式として提案

するなど、積極的に取り組んでいる。

　

また、アジア＝太平洋電気通信共同体(ＡＰＴ:

Asia-Pacific Telecommunity)の下に設置されたアジ

ア・太平洋電気通信標準化機関(ＡＳＴＡＰ : APT

Standardization Program)においても、ITSをはじめ

とする重要標章化分野に関する活動を推進してい

る(資料56参照)。

　

このほか、10年度において、通信･放送機構の公

募研究制度拡充の一環として、国際標準化への貢

献を条件に、研究開発プロジェクトを民間企業等

から公募する｢国際標準実現型研究開発制度｣を創

設し、我が国主導の国際標準化の推進に活用して

いる。

標準化の対象 動　　　　　　　　　　　　　　　向

世界情報通信基盤(GII) 1998年6月に標準化の基本原則を策定

高速デジタル加入者線(DSL)
米国で商用化の進むADSLを含む各種高速デジタル加入者線(HDSL.VDSL等)の標準

化作業を開始

次世代携帯電話(IMT-2000) 1999年末の標準化作業完了に向け､既存網との親和性の高いネットワーク標準を検討中｜

図表②

　

ＩＴＵ無線通信部門の主な取組

標準化の対象 動　　　　　　　　　　　　　　　向

次世代携帯電話(IMT-2000)
日米欧から提案された無線伝送方式を踏まえ､1999年3月のIMT2000専門家グループ会　，

合において､基本的な無線諸元を決定

高度道路交通システム(ITS)※ 個別無線システムの標準化作業中

デジタル放送システム
地上デジタル放送方式について､日米欧の3方式を標準方式として採用､衛星デジタル放

送方式について､米国2方式及び欧州方式を標準方式として採用

※

　

ＩＴＵでは､ＩＴＳを丁旧S(Transport Information and Controに3yＳtｅｍ)と呼ぶ。

関連サイト:ITU（http:μＷ　ｗＷ.itＵ.int/) APT (http://www.inet.co.th/org/apt''‘）

　　　　　　

通信・放送機構(http･■liwww.shiba.tao,go.jp/!
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(２)無線設備の基準認証制度

‘.=LI気通仁分野の国際化を背景に、無線設備の

技術坊準適合証明制度の簡素合理化

　

電気通信分野の国際化を背景として、無線設備

に係る一基準認証制度の同|際的調和を図ることが要

請されている、また、携帯電話等への加入者数の

急増に伴い、技術基準適合証明制度の見直しを図

図表①

　

外国の機

る必要が生じてきた。このため郵政省は電波法を

一部改正し、11年３月より携帯電話等の無線設備

の技術基準適合証明制度を簡素合理化することと

した(図長ずﾉ～⑤㈲

入れる制度の創設

郵政大臣が承認する外国の機関(承認証明機関)が我が国

の電波法に基づき行う証明は、郵政大臣が行う技術基準

　　　　　　　

一
適合証明とみなす(受入れる)こととする等の制度を創設

　　　　　　　　　　　　

㎜㎜㎜㎜

郵政大臣

轟自白

　　　　　　　　

=-I←

メリット

承認証明機関制度の概要

　

J'I“゛'｀“一戸一岬’‾‾

　　　　　　　　　　　　

外国機関を承認

国内機関を指定

μ

　

一二

　　　　　　　　　　　　　

1ﾖﾖ摯眸指定証明機関

外国製の無線設備(日本法人の外国現地

法人が製造するものを含む｡)について、

我が国で証明を受ける必要がなくなる

→年毎眸指定証明機関

　　　　　　

承認証明機関゛

a:遍

●

　

↓
技術基準適合正明

　　　　　　　　　　　　

欝

題

-‥-一一一-一一」

　

／

　

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

･ｲ

　　

ﾉﾐ1

jよ

　

技術基準適合証明を受けた

　　　　　　　　　　

ルノ

特定無線設備とみなして日本に受入れ

外国の承認証明機関が証明を行った特定無線設備を日

図表(ej

　

大量生産機種向けの簡素な制度(設計認証制度)の創設

現行の技術基準適合証明の制度は、個々の無線設備につ

いて一台一台個別に審査、証明するものであるが、新たに、

無線設備の工事設計(タイプ)について認証する制度(設

　　　　　　　　　　　　　　

一一一一

　　　　　　　　　

一
計認証制度)を創設

けた特定無線設備とみなす

メリット

図表(3j

　

国内外の民間事業者が行う点検の結果を受け入れる制度の創設

技術基準適合証明等の申請の際に、郵政大臣が認定する

国内外の民間事業者(メーカー等。資料57参照)が無線設

備について行った点検の結果(テストデータ)が提出され

た場合には、審査において当該点検の結果(テストデータ)

を活用することができることとする制度を創設

メリット

工事設計(タイプ)について認証

①制度の国際的調和

②審査に要する期間の短縮

③手数料負担の軽減

④行政事務の簡素合理化

認定を受けた事業者の点検結果が提出さ

れた場合は、当該点検の方法、当該点検

を実施した者の資格等を説明する書類の

提出が不要

受入れ

この工事設計に基づくすべての特定無線設備は､技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす
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郵便局の地域における情報拠点化

（１）ワンストップ行政サービスの推進

　　　　

11年度から郵便局において住民票の写し等の取得が11f能に

　

郵政省は、ワンストップ行政サービスの実験を

９年度から実施しており、11年からは広域化実験

及び高度化実験を展開している。

　

また、11年度には、住民票の写し等の自動交付

を行う地方公共団体の端末を郵便局に設置するこ

とにより、郵便局において、住民票の写しや印鑑

登録証明書の取得が可能となる予定である、

①広域化実験

　

郵便局に設置された情報端末から、複数の地方

公共団体に対する公的サービスの申込みやアクセ

スを可能とする広域化実験を、11年３月から、５

地域12市町村において行っている(図表①)つ

　

９年度実験との違いとしては、申込みやアクセ

スが可能な地方公共団体を近隣の団体まで拡大す

るとともに、提供するサービスを予約・申込みに

関するもの(図書館蔵書検索・貸出予約、公共施設

予約など)､情報提供に関するもの(防災情服、広報

誌掲載情報提供など)とも充実している(図表②)。

　

また、11年度には、情報端木にテレビ電話機能

を付加することにより、郵便局において、地ﾉﾌﾞ公

共ﾄ月俸が行う年金、数行など各種相談サービスを

提供する実験を実施する予定である｡

②高度化実験

　

郵便局に設置された情報端末から、行政機関に

対する手続(電気通信事業者が郵政省に対して行う

｢料金変更届｣などの報告・川出等)をll｣‘能とする高

度化実験を、11年２月から同年３月まで札幌市(北

海道パこおいて行った､､。

　

具体的には、剛郵便局に設置された情報端末か

ら、行政手続を行う者が手続を希望する文書を札

幌中央郵便局に送信、(田札幌中央郵便局の電子内

容証明システムにより送信された文書の内容証明

を実施､(lil)内容証明された文書を行政機関に郵送、

というシステムにより、電子内容証明機能を技術

的に検証する。

図表①･

　

広域化実験（１０年度）の実験地域

長野県 松本市･東筑摩郡波田町

愛知県 岡崎市･額田郡幸田町･同郡額田町　　　｜

高知県 高知市･南国市

鹿児島県 大島郡宇検村･同郡瀬戸内町

沖縄県 石垣市･八重山郡竹富町･同郡与那国町

図表②

　

広域化実験(１０年度)のサービス内容

予約･申込みに関するもの 情報提供に関するもの

公共施設予約 広報誌掲載情報提供

図書館蔵書検索･貸出予約 リサイクル情報

講座申込み 行政手続(申請･届出等)､窓口案内

火入許可申請 観光情報

ホームヘルパー派遣申込み イベント情報

日常生活用具給付･貸与 公共施設案内　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　｜

行政資料請求 防災情報
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(２)｢ゆうせい情報プラザ｣の設置

中心巾街地活性化を目指した情報拠点の設置

　

郵政省では、郵便局のマルチメディア化をモデ

ル的に推進するとともに、中心市街地の活性化に

貞献するため、11年4 Jj、｢ゆうせい情報プラザ｣

を令国３か所に開設した巾1八丿。

　

｢ゆうせい情報プラザ｣は、１郵便貯金の現金自動

顛払機(ＡＴＭ)や郵便切于・はがき発売機等の業務

図表①「ゆうせい情報プラザ」の設置地域等

図表ぽ･「ゆうせい情報プラザ」の概要

ヶ－ブルテレビ事業者

　

刄む

ケーブルテレビによる

地元情報の提供

→七］

｡。元

㎝

　　　　　　　

｡･ r.?2'･･¥~-』･--I･I･

゛l

･･････-習
･=･=■㎜㎜㎜㎜㎜㎜■㎜■

㎜

テレビ電話(管理局に設置)

による業務相談サービスの
実施

S，

図

Ｌ 郵便切手･

はがき発売機

テレビ電話

機器を活用した郵便局サービス、②)テレビ電話に

よる業務相談等の最新情報機器(マルチメディアパ

ソコン、ケーブルテレビ、衛星通信等)を活用した

サービスレj〉郵便局情報や地域情報の提供サービ

スなど、地域の情報受発信拠点として展開してい

る(図表帽。

設置地域 岐阜市(岐阜県) 岡山市(岡山県) 宜野湾市(沖縄県)

所在地 柳ヶ瀬通1丁目5 表町3丁目5-12 普天間1丁目1-10

開館時間 10:00～19:00 10:00～19:00 11:00～19:00

休館日 毎週木曜日 毎週火曜日 毎週火曜日

特　　色

・ゆとりある展示スペースを

　確保し､地域イベントに活用

・郵便切手･はがき発売機は

　24時間対応

・業務相談用のテレビ電話を

　岡山市の行政相談用端末

　としても活用

・大型スクリーンによるケーブルテレビ及

　びP-SATの放映

・ケーブルテレビ回線を使用し､高遠イン

　ターネット環境を実現

・郵便切手･はがき発売機は24時間対応

問い合わせ先 岐阜中央郵便局 岡山中央郵便局 宜野湾郵便局

○亘⊃
／ザ

P-ＳＡＴによる

郵便局･地域情報の提供

□唖巫（

インターネットによる多様な

情報の提供

(郵便局･地方公共団体の

ホームページ等)

ヶ－ブルテレビ

～

～

匯］

　

Ｐ･SAT
受信装置

、□

　

2111．、

門院プ
～



金融機関の利用行は郵便局のＡＴＭ等による普迦預

金の引出し等を行うことが可能となった‥

　

また、11年度には、口座川振替による決済資金

の補充等により、提携令融機関との資金決済の効

率化等を図ることとしている｡

②民間金融機関との相互送金

　

郵便局・民間金融機関間の送金について、簡便

な手続による送金を可能にするため、郵便局と民

間金融機関の送令ネットワークを相互接続するこ

ととしている､、送金には、郵便局の郵便振替｢｣座

と銀行預金口座を使用し、システムの改造後、11

年度からサービスを実施する予定である。

図表③

　

提携金融機関(11年3月末現在)

○半亘０

　

‡資金決済

都市銀行 ２

信託銀行 ６

地方銀行協会加盟行 ７

第二地方銀行協会加盟行 ４１　　１

外国銀行 １

信用金庫 223

信用組合 ２

労働金庫 41　　｜

農協 １

証券会社 １

証券投資信託委託会社 １

生命保険会社 ８

信販会社等 ４５

銀行系カード会社 ７

合計 386

個別行のネットワーク
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ネットワークサービスの充実

（１）郵便貯金のオープンネットワーク化

　　　　

民間金融機関とのネットワーク接続により利用者の利便性が向｜

　

郵政省は、利用者の利便性の向｡トを図るため、

郵便局ネットワークと民問金融機関とのネットワ

ークの提携を進めている。

①民間金融機関とのＡＴＭ・ＣＤの提携

　

郵便貯金とその他金融機関の現金自動預払機

(ＡＴＭ)及び現金自動支払機(ＣＤ)について、オンラ

インの接続による提携を実施している。11年１月

から、まず115金融機関との間で、郵便局約１万

7,900台と提携金融機関約1万1,800台のＡＴＭ・ＣＤの

接続を開始した。

　

これにより、郵便貯金の預金者は提携金融機関

のＡＴＭ等による通常郵便貯金の払戻し等を、提携

図表①

　

ＡＴＭ･ＣＤの提携

　　　

會

どこの銀行等の

　　

●

　

會

どこの銀行等

　　　　　

普通預金等でも

　　　　　　　　　　　　

，でも通常貯金の

　　　　　

預払いが可能

　　　　　　　　　　　　　　

預払いが可能

に

　

1

匝白

図表②

　

相互送金

郵便局ネットワーク

謡戸

　

11ヽ

○亘⊃

　

送金の受取

1４

←』一
＝混＝

匝白

　

送金の受取

　

1４

銀行貯金口座雫⊇

。
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(２)郵便貯金ICカード実証実験

　　　　　

電ｆマネー機能を備えたICカードサービス実験を展開

　

lcカードは磁気カードに比べてセキュリティ能

力や情報蓄積機能に優れており、lcカードの利用

は匪界的な潮流となっているｰそこで、郵政省は、

10年２月から、大宮d八埼玉県)及びJR人宮駅周辺

地域において、郵便貯金の磁気ストライプカード

をlcカードに移行するための実験を行っている。

実験では、現行のキャッシュカードで提供してい

るサービス(貯金の預払い等バこ加え、スーパーマ

ーケット、コンビニエンスストア等におけるキャ

図表①

　

郵便貯金ICカード実証実験の概要

説示

電話等

　　

移替端末

ｆ

　　

(2) '■

1ｻﾉ

φ

φ

□d)

φ

電話回線等

ツシュレスショッピングや公衆電話の料金支払い

等で電子マネーサービスを提供している([図表①]。

　

実験の利用状況については、11年１月末現在、

ICカードは５万9,012枚発行されており、利用件数

累計は５万4,231件､利用金額累計は7,944万1,542円、

１件当たりの利用金額は1,465円となっており、IC

カードが小目決済に利用されている傾向が見られ

る(図表音)。

郵便局

[i

ATM

ﾚｉ

回]

郵貯計算センター

⑥

　　　　　　

（資金保留）

口座

言

顧客口座

ヴ（決済）自動払込み

国
｀自動払込み

請求

(３)

プ二言雲ぶ
i

エンスストア等

　　　

／

コICt)-KR て

　　

O白白
川保留額をチャージ

(２)キャッシュレスショッピング

(３)自動払込みによる口座引落し

(単位：件､円)
図表奮

　

実験モニターの利用状況(11年1月末現在)

累　計 月平均

全体

件数 54,231 4,519

金額 79,441,542 6,620,129

(1件当たり金額) 1,465 -

スーパーマーケット

件数 22,274 1,856

金額 49,651,971 4,137,664

(1件当たり金額) 2,229 -

コンビニエンスストア

件数 18,644 1,554

金額 14,297,843 1,191,487

(1件当たり金額) 767 -

百貨店

件数 2,650 221

金額 12,031,918 1,002,660

(1件当たり金額) 4,540 -

公衆電話

件数 1,726 144

金額 58,250 4,854

(1件当たり金額) 34 -

運輸

件数 8,937　　1　　　　　745

金額 3,401,560 283,463

(1件当たり金額) 381 -



(３)デビットカードサービスの実施

デビットカードサービスを11年1月から開始

　

デビットカード(デビット＝=即時決済)は、金融

機関のキャッシュカードで買い物代金の決済を行

うことができる支払手段である。デ｀ビットカード

サービスは、金融機関のコンピュータセンターと

通信回線で接続された加盟店の店頭端末を活用し、

利用者の口座から加盟店の口座へ振替を行うサー

ビスであり、欧米ではクレジットカードと並んで

広く普及している。

　

10年６月に設立された｢日本デビットカード推進

協議会｣では、金融機関や流通企業が連携してデビ

ットカードサービスの普及促進を図っており、同

サービスの名称を｢J･Debit (ジェイ・デビット)｣と

図表

　

デビットカードサービスの概要

１

　

貨
卜．

　

暗証番号
¬マ

利用店

している.I,同協議会には、11年3Jト末現在923 Ife融

機関と加盟店104桂が参加している

　

デビットカードサービスは、□年！月から、加

盟店８社及び郵便貯金を含か８貨融機閏により提

供されている。また、12年３月から、加盟店と金

融機関の間の決済情報を集中管理する｢クリアリン

グセンター｣の設立により決済が効率化されるほか、

[日本デビットカード推進協議会]の参加金融機関

のキャッシュカード(約３億枚)であれば、どの参

加加盟店でも利用昨能となり、利便性は大幅に向

トする、

(11年3月末現在)

ISDN

　

利用店

本部ホスト

CAFIS
センター

(４)

処理結果

こ戸駄

目→○

(３)振替処理

C亙白亘邑）

金融機関……………計923

郵政省…………………………1

都市銀行……………………7

信託銀行……………………5

地方銀行…………………64

第二地方銀行……………57

外国銀行……………………1

信用金庫………………396

信用組合………………322

労働金庫……… 41

29
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ｉ金者剪こト

－ - － - - 一 一 一 一 - - - - 一 一 一 一

加盟店等……………………………………

百貨店……………………………………９

スーパーマーケット………………13

商店街組合等……………………………４

コンビニエンスストア………………11

各種食料品小売業……………………４

飲食店………………………………………２

ガソリンスタンド………………………８

航空運輸業………………………………３

旅行業……………………………………４

/ﾐｰﾐﾐ===ﾐﾐ=~-=~==-=-~~~--==~-ﾐﾐ=--=----==-----------~=ﾐ===ﾐﾐ=ﾐﾐﾐﾐｰ-ﾐﾍ
|〔:三コ二圃二匹二

。

|

ホテル等………………

書籍販売…………………

自動車用品販売……

家電等販売……………

医薬品販売……………

ホームセンター……

眼鏡販売…………………

衣服販売…………………

スポーツ用品販売…

…･３

…･１

･…３

‥‥９

‥‥１

‥‥２

‥‥１

‥‥３

‥‥１

損害保険業…………

病院……………………

ゴルフ練習場………

運送業…………………

計104

……12

試験資格予備校……………

ショッピングセンター……

証券業……………

駐車場業………

その他……………

関連サイト：日本デピットカード推進協議会(htlp://ｗｗｗ,debitcard.9｢.jp/)

1

1

1

1

1

1

2

2
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(４)インターネットホームサービスの実証実験

郵便貯金において12年けごjから実証実験を開始予定

　

郵政省は、安全で使い勝手のよい、インターネ

ットを通じたホームサービスの実現に向けた実証

実験を、12年１月から実施する予定である。

　

実験では、モニター２万人を公募し、①口座間

送金(電信振替)、②慶弔金等の居宅送金(電信現金

払(居宅払))といったサービスのほか、(yインター

ネット上の仮想商店街(バーチャルモール)におけ

図表

　

インターネットホームサービスの実証実験の概要

j献””?‘｀7”゛゛j’ 51｀il゛14゛I｀゛゛『I?WI、

?廬

【サービス例】

｢'ふ還¶r--rrW--戸---･

卜‾

□座間送金

し

慶弔金等の居宅送金

O←し→←｝〕

各種相談サービス等

(貯蓄相談、年金相談、介護相談

　

等)

るショッピング等の際の連動決済、士民間金融機

関ホームページで行う金融商品購入の際の連動決

済、また、⑤貯蓄相談やＱ＆Ａ等の情報サービスを

提供する予定である。

　

なお、モニター２万人のうち１万人については、

より安全性を高めるために認証用のlcカードを利

用する予定である。

ﾄ'｀1･;…………TヤＬ臨卜゛"'゜1 17 =

'‘

　

唯･I

　

I

且

-Ｕ寸I麟……j,j,:t; ■'.　，＼ユj

ﾚ_＿

｜
□

郵便振替決済を採用するバーチャルモールに

おける決済

O吻柿⊃O嘸垂⊃
(購入代金等の決済)

郵便振替決済を採用する民間金融機関の
ホームページにおける決済

O回乎→璽畔〕

　　　　

(投信･証券等)
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郵政行政の情報化の動向

新たな｢郵政行政情報化5か年計|剛に基づいて行政の情俗化を推進

　

郵政省は、｢郵政行政情報化５か年計画｣を策定

し、情報通信基盤整備を推進してきたが、10年４

月、新たな｢郵政行政情報化５か年計画｣(新円I)を

策定した(図表)。新計|呵は、10年度から14年度に

かけての郵政行政情報化の基本的な加句性・計|呵

目標を示すものであり、行政部門・事業部門をけ

じめ関辿団体等も含め、総合的・計画的にその推

進に収り組むこととしている。

　

なお、郵政省は、その取組のｰ‥･つとして、行政

図表 」計画目標（主な推進施策）

1｡行政情報化の実現に向けた先導的な取組

　

地域との連携により行政情報化をリード

　

ー一一事業部門と行政部門との連携による先導的施策の推進

　

①郵便局におけるワンストップ行政サービス

　　

…全国都道府県レベルまで実験拡大

　

②電子取引の推進

　　

…郵貯カードのICカード｀化による電子財布的利活用の推進

　

③･テレワークの推進

　　

…テレワークの実践､共同利用型のテレワークセンターの整備

　

④自治体と郵便局の連携による地域の情報化

　　

…自治体と郵便局とのネットワーク化

　

⑤ＧＩＳ(地理情報システム)の構築

　　

…ＧＩＳの実験の推進､郵政行政への利活用

２.情報通信行政における行政情報化の促進に向けた

　

施策の展開

　

行政情報化の促進に向けた情報通信技術の開発

　

一行政システム､公共アプリケーションの開発･普及

　

①関係省庁との電気通信システムの共同開発

　　

…特定公共電気通信システムの開発の促進

　

②次世代インターネット等の情報通信技術の開発

　　

…インターネットの高速化､安全･信頼対策

　

③公共的アプリケーションの開発･普及

　　

…先進的な自治体のネットワークの整備促進

　

④情報バリアフリー環境等の整備

　　

…高齢者､障害者にやさしいネットワーク環境

３.情報通信を活用した郵政行政の改革

　

郵便局を21世紀における｢情報｣、｢安心｣、｢交流｣の拠点に

　

一情報通信の活用によるサービス改革･業務改革の推進

(1)情報通信の活用によるサービス改革

　

丿申請･届出等手続の電子化の推進

　　

…原則として10年度末までに実施

　

②情報通信の活用によるオープンな行政の推進

　　

…事業ディスクロージャ､行政情報の提供､クリアリングシステム

　　　

の整備

　

･③郵便局ネットワークのオープン化･グローバル化

　　

…郵便局と民間金融機関のＡＴＭ･ＣＤの相互利用

　

す情報通信を活用した新サービスの提供

　　

…電子内容証明郵便､ホームサービスの充実

手続の申請負担軽減に向けて、所竹の巾砧･届出等

に係る31り手続のうち、9年度末までに134手続(令

手続中42.0勿、拘年度木までに219 T-統巾168.7%)

の電子化を実施し、Ｈ年度末までに225手続(同

70.5%)の電臼ﾋを図ることとしている………ﾀﾞ戈C..･)の94

手続については、真止性の保証や本人認証・セキ

ュリティ面などの問題により当面実施困難である

が、今後問題解決が図られるのを待ち、電子化を

図ることとしているっ

(2)情報通信の活用による業務改革

　

①高度な情報通信システムの導入･活用

　　

…インターネット､モバイルコンピュータ､電子決裁

　

②貯金･保険オンラインシステムの高度化

　　

…多様な業務･サービスニーズに柔軟･迅速に対応

　

③ﾌ桁化に伴う新郵便システムの整備充実

　　

…郵便局内作業の全工程の情報化

　

④･次期ロジスティクス･システムの構築

　　

…物品の調達､物流､保管､消費の最適化システム

　

5 CALSなどの業務システムの導入推進

　　

…施設･建設統合情報システム､遠隔医療支援システム等

４。

　

郵政省ＷＡＮの構築の推進

　

一郵政行政ネットワークの開放

(1)先進的なネットワークの整備

　

①新世代郵政総合情報通信ネットワーク(ＰＮＥＴ)の構築

　　

…全国の郵便局を結ぶマルチメディア(ＴＣＰ／IP)ネットワーク

　　　

の構築

　

･②郵便局衛星通信ネットワーク(Ｐ-ＳＡＴ)の有効活用

　　

…災害対策､職員訓練､利用者サービスの向上への活用

　

③ＬＡＮの高度化

　　

…郵便局､研修所､事務センター､逓信病院等に順次導入

　

④郵政省ＷＡＮの構築の推進

　　

…事業部門と行政部門のネットワークの相互接続

(2)先進的な情報機器の整備

　

十ＬＡＮ端末･情報系共用端末の整備

　　

…最新のＯＡ､アプリケーションの採用

　

②マルチメディアパソコンの整備

　　

…郵便局サービス､ワンストップ行政サービス提供の基盤として

　　　

整備

(3)安全一信頼の向上､災害対策の推進

　

.･ﾚ1ゝネヽｙトワークの多ルート化､バックアップ機能･データ保護の強化

　　

…今後の新システムの構築などにおいて一層の強化

　

②災害時における郵政行政ネットワークの活用(PNET､P-ＳＡＴ等)

　　

…緊急事態発生時における連絡の迅速化､情報の処理の円滑

　　　

化等を実現
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10年し川から他省庁に先駆けて入札資格審査申請において導入

　

郵政省は、10年4J]から、｢申請負担軽減対策｣

の一一環として、他省庁に先がけて電子申請システ

ムを導入し、競争契約における入札資格を得るた

めの審査申請をインターネット経由で受け付けて

いる､。

　

従来、郵政省が実施する入札に参加する企業は、

申請用紙に必要事項を記入の上、郵政省(本省及び

地方郵政局等)に持参していた丿一方、申請書を受

け取る郵政省においても申請書の中身をデータベー

スに人力する作業が生じていた｡

　

しかしながら、電子申請システムの導入により、

申請を希望する企業は、郵政省のホームページに

アクセスして、申請に必要な電子メールソフトを

ダウンロード後、これに付属する申請様式に必要

事項を記人して送信するだけで申請作業が終了し、

図表

　

電子申請システムの概要

レ　　　　　　　郵政省

ｏ競争契約における入札資格を得るため

　の審査申請をインターネットで実施

＠郵政省で､自動的にデータをデータベー

　スに登録(サーバで暗号復号化)

＠郵政省は､申請データの受付番号(受付

　確認)を申請者あて返信

社内に居ながら、より簡便な方法での申請が可能

となった。さらに、郵政省においても、申請デー

タが自動的にデータベースに登録されるため、入

力作業が不要になった。

　

なお、申請用の電子メールソフトは、カオス暗

号と呼ばれる特殊な暗号が使用されている。申請

書の内容はこのカオス暗号で暗号化されており、

郵政省のサーバ内で復号される仕組みとなってい

る。カオス暗号は、不規則な数値の列を生み出す

カオス関数を利用したものであり、解読されにく

く、扱いやすいという特徴を有することから、申

請の内容が第三者に知られる可能性は非常に低い

と考えられる。

　

また、引き続き、直接持参又は郵送による申請

も可能となっている。

二－φ

●・?L＼

　

データを自動的に

　　

暗号化

　　　

……こ細

　

受信番号を暗号化

申請者

＠申請者は､郵政省の調達関連サイト

　(http://www.zaimu.mpt.go.jp/sinsa/)にアクセ

　スし､申請に必要なプログラムをダウンロード

＠プログラムに付属する申請様式に必要事項(営業実績、

　資本額等)を入力

○入力内容を電子メールにより郵政省へ送信

　(暗号化したデータを入れたフロッピーディスクの持

　参又は郵送も可能)

＠申請者は､受付番号を付記し財務諸表､登記簿謄本等

　の添付書類を別途郵政省あて提出(郵送も可)



地球環境問題に対する対応

情報迪信を活用した地球環境保令のための政策を推進

①情報通信を利用した地球環境問題への対応

　

郵政省は、10年５月、電気通信審議会から、目青

報通信を活用した地球環境問題への対応｣と題する

答申を受けた。

　

本答申では、テレワークや高度道路交通システ

ム(ITS : IntelligentTransport Systems)等の主な情報

通信システムのＣ０,排出削減効果を試算([ヱ1表]す

るとともに、情報通信の活用が、地球環境保令に

有効であることから、環境負荷低減型情報通信シ

ステム普及の推進、地球環境に関する観測・計測

技術の向上等の政策提言を行ったっ

②郵政省の地球環境保全施策

(i)環境負荷低減型情報通信システム普及の推進

　

テレワークは、交通代替によりＣＯ丿非出量の大

幅な削減｢答申では、129万トンのＣＯ消｣減が可能

と試算)が期待できるため、テレワークセンター施

設整備事業等、テレワーク推進のための施策を実

施している(図表､3-6-5参照八

(ii)地球環境計測技術の研究開発の推進

　

地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少等

の地球規模の環境問題に有効な対策を講ずるため

には、これらの現象の詳しい観測・計測による状

況の把握、発生要囚の解明が不可欠である。この

ため、郵政省では、高分解能三次元マイクロ波レ

ーダを利用して取得した、地球表而の三次元みl体

映像による、森林破壊、火山噴火等の監視技術の

研究開発、極域人気圏の観測により、太陽活動の

影響や温暖化監視等を行う高度電磁波利用技術に

関する国際共同研究等、短時間で広範[川を大気の

状況を乱すことなく観測できる、光や電波を利用

した新しい地球環境計測技術の研究開発を推進し

ており、地球環境の変動メカニズムの解明等に貢

献している。

図表

　

情報通信主要7システムのＣＯ２排出削減効果の試算

システム名 CO2削減量(炭素換算)

テレワーク 129万トン

ITS 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！ 110万トン　　　　　　　　ｊ

LANによる紙の削減 53万トン

インターネット等 50万トン

ビル管理情報システム 36万トン

電子出版･電子新聞 25万トン

遠隔教育･在宅教育システム 3万トン

削減量合計 406万トン※

※

　

４０６万トンは､2010年における我が国全体の削減見込み5,650万トンの約フ％に相当。
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災害時の貸出用通信機器に衛星携帯電話を追加

　

郵政省では、災害情報の提供及び被災状況の把

握を迅速に行うため、防災行政無線の普及に向け

た周波数ひっ迫の解消、地域非常通信ネットワー

ク技術の研究開発(11年度に阪神づ炎路地域におい

て通信ふくそう制御技術に関する広域化実験を実

施予定)など、防災体制の整備を進めている。この

ほか、電気通信システム信頼性向上施設整備事業

や通信･有線放送ケーブルの地中化に対する政策支

援、通信網の耐震性強化等に関する技術基準・指

針の策定など、情報通信の安全性･信輯匪の確保・

向上を図っている。

　

災害発生時の対応策としては、情報伝達の重要

性から、災害対策等に係る通信の優先的確保(重要

図表

　

豪雨災害における情報通信の被害(10年度)

通信の確保)の要請、臨機の措置による無線局の免

許、臨時FM局の免許付与などにより、被災者への

情報提供等を実施することとしている。このほか、

地方公共団体等への貸出用通信機器として携帯電

話等を各地方電気通信監理局等に配備しているが、

10年度の豪雨災害において地上系情報通信の被害

([図表､資料58参照バこより災害対応に支障を来した

ため、11年３月から貸出用通信機器に衛星携帯電

話を追加した。

　

なお、郵便局では、災害時の情報提供のほか、

地方公共団体との防災協定の締結(全国約1,900団体

(11年３月末現在))を進めている。

災害名 加入電話　回心)ぃ昌 携帯電話　収以 PHS
jl雷o 100

０新潟市等

　豪雨災害

　(10年8月4日)
に□にに□　　約470回線不通

1
自　　　　　　　　11局停波 問j　　　275局停波

＠東北南部、

　関東北部

　地域豪雨災害

　(10年8月27日)

口証に巡白総

総総節節隠

隠隠隠口

□口口　　　約14,300回線不通

ly§　　　　　　　　11局停波 M閲　　　230局停波

＠台風5号

　豪雨災害

　(10年9月16日)
-

1116　　　　　
41局停波 闘　　　169局停波

○台風フ号

　豪雨災害

　(10年9月22日)

総総隠隠総

総総総　

約8,700回線
ににに口口口に　　　　　不通

・　｜　・　｜　・　ｌ　ｉ　・　｜　・　・　ｌ　ｌ・　｜ ・　・　｜　｜　・　・　｜　ＩＩ

９ 辰回呂

朧目
Ｈ

回｜ Ｍ

目
lollollol○ Ｏ oiiaiQlioi

白
●●●1

拙生問11E|斑 EEEI

１　１・　１　１　１　｜ｊ」」」」１１１
約9,200局停波１ １

面面
Ｍ§ｌ ｌ li□

ｉ
ｌ

闘
約300局停波

＠高知市等

　豪雨災害

　(10年9月25日)

総総総節節

□に□□　　約5,400回線不通

1　　　　　　　　　

10局停波 閃1　　221局停波

０台風10号

　豪雨災害

　(H〕年ID月17日)

証言⊇節

約4,800回線口口口口口口口口　　　不通
1　　　　　　　　　　1局停波 i　　　　　4o局停波



注

　

記

注1｢インターネット人口(約1,700万人)｣について ＜1-序-1＞

　

1,694万人= 9,376万人＜10年11月1日現在の15～69歳人口＞×18.07％＜インターネット個人利用率＞

　

データは、15～69歳人口については｢人口推計月報(平成10年11月確定値)｣(総務庁)に、インターネット個人利

用率については｢機器利用調査｣(郵政省)による。

二注２｢インターネット普及率(13.4%)｣について ＜1-序-３＞

13.4% = 1,694万人＜1-序-1のインターネット人口＞÷12,652万人＜10年11月１日現在の全国人口＞

データは、全国人口については｢人口推計月報(平成10年11月確定値)｣(総務庁)による、

注３｢インターネットコマース｣について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜１-2-1 ＞

　

インターネットコマースの最終消費財市場については、昨年までの白書では｢サイバービジネス｣という名称で

取り上げていたが、本年からこれを改めることとした。これは上白O年から企業間におけるインターネット技術

を用いた商取引が急激に増加したこと、口今回の推計では市場の範囲について｢インターネットを用いた取引｣に

明確に限定したこと等による。

∧注４｢サイバービジネス・ケースバンク｣について

　　　　　　　　　　

＜１-２-２(１)、１-５-２(３)＞

　

NRIサイバービジネス･ケースバンクでは、ウェブ上で該当サイト発見後、各サイトの管理者に問い合わせを行

い、その回答を待って店舗(サイト)数に計上している関係上、直近の2～3か月に開業したサイトについては統計

情報に未反映のものが少なからずある。

＼注５｢インターネット接続端末市場の規模(20,218億円)｣について

　　　　　　　

＜1-２-５(1)＞

　

20,218億円= 24.3万円＜パソコン平均単価＞×(2,122万人＜10年のインターネット利用延べ人口＞

　　　　　　　

-1,291万人＜9年のインターネット利用延べ人口＞)

　

データは，パソコンの平均単価については｢平成10年機械統計年報｣(通商産業省)に，インターネット利用延べ

人口については｢機器利用調査｣(郵政省)による。

注6｢インターネット構築関連ビジネスの市場規模(10,160億円)｣について ＜1-２-５(1)＞

　

10,160億円= 9,321億円＜端末機器以外のインターネット関連機器＞

　　　　　　　

＋373億円＜インターネット関連ソフトウェア＞

　　　　　　　

+ 466億円＜インターネット構築運用サービス＞

　

データは、｢98年パソコン白書｣((社)日本電子工業振興協会八｢通信利用動向調査｣(郵政省)、｢インターネット

コマース調査｣(郵政省)等による。

･注フ｢インターネット周辺ビジネスの市場規模(6,561億円)｣について ＜1-２-５(1)＞

　

6,561億円＝50億円＜決済サービス> + 114億円＜インターネット広告＞

　　　　　　　

＋37億円＜物流サービス＞十6,360億円＜通信サービス＞

　

データは、｢インターネットコマース調査｣(郵政省)、｢平成8、9、10年インターネット主要サイトの推定広告費｣

(電通)による。

丿注８｢国内生産額(111.2兆円)｣について ＜２･1-1＞

　

｢昭和55年、昭和60年、平成2年産業連関表｣(総務庁)、｢平成7年産業連関表(延長表)｣(通商産業省)より分析用

に加工した部門分類の産業連関表(以下分析用産業連関表)を作成した。まず、分析用産業連関表4表から9年の投

入係数表及び最終需要コンバータを各投入係数ごとにトレントを用いて推計した。また、｢国民経済計算年報｣(経

済企画庁)の各最終需要項目の7年から9年の伸び率と同率であると仮定して、9年の最終需要額を推計した。最後

に9年時点の部門別輸入額を調整した。以上で得られた部門別の最終需要額に(/一ぶ1型の逆行列係数を乗じて、

部門別の国内生産額を算出した。

ﾌﾞ'=l ＜２-１･２＞

　

上記の｢注8国内生産額｣で得られた部門ごとの国内生産額に、同じく上記のに主8国内生産額｣の投入係数を乗じ

て、投入全体に占める中間投入額を算出し国内生産額から串間投入額を差し引き、部門ごとの粗付加価値額を

算出した。
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注10「全要素生産性」について

－ - - ｆ ｉ － ･ ｉ － ＝ － ≒ ’ - ． ’ -

　 　

・ ｚ ･ － ¶ ・ － ．

Ｉ ． － ． ふ ． ． － λ － ＿ ． － 丿二拠極値鋤

<2-l-3〉

　

全要素生産性の伸び＝産出の伸び一投入の伸び

　　　　　　　　　　

＝産出の伸びー(労働投入量の伸び十資本投入量の伸び十中間投入量の伸び)

　

産出については分析用産業連関表の実質国内生産額を用いた。

　

労働投入量については雇用者数に｢毎月勤労統計｣(労働省)の労働時間を乗じたものを、同じ資料の現金給与総

額をデフレータとして実質化したものを用いている。また、資本投入量については、分析用産業連関表の固定資

本減耗の値を｢国民経済計算｣(経済企画庁)の総固定資本形成デフレータによって実質化したものを用いた(投入に

おける労働投入量と資本投入量のウェイトについては、分析用産業連関表の雇用者所得と固定資本減耗の額をそ

れぞれ用いた。几

　

中間投入量については分析用産業連関表から求めた中開投入量を用いた。

注11｢就業者数(387.1万人)｣について ＜２-1･４＞

　

｢昭和55年、昭和60年、平成2年産業連関表｣(総務庁八｢平成7年産業連関表(延長表)｣(通商産業省)を用い、上

記の｢注8国内生産額｣と同じ分析用に加工した部門分類で雇用表を作成した。

　

9年の雇用者数については、各産業の2年～ｱ年の労働生産性(国内生産額÷雇用者数)の変化が今後も続くと仮

定レ9年の労働生産性(暫定値)を推計レ9年時点の国内生産額をその労働生産性で除して、暫定的な雇用者数

を推計した。最後に暫定的な雇用者数の産業合計について、7年～9年の変化率が、｢労働力調査年報｣(総務庁)の

雇用者数の伸びに等しくなるよう、各産業の雇用者数を案分調整した。

注1２ (6.9兆円)｣について ＜２-1-５〉

　

組織内情報通信活動を行う主体を｢情報の生産･収集･加工･蓄積･提供･伝達に関わり、主として電子的手段を用

いる職種｣に従事する、情報処理技術者、電子計算機オペレーター、キーパンチャー、及び通信従事者(郵便･通信

事務員を除く。)と定義レ情報通信産業と情報職業に沿うように、産業別･職業別の雇用行列を作成した。

　

作成した雇用行列の各職種の雇用者数に対して、賃金水準を乗じることで、産業別職業別雇用者所得行列を作

成した(職業別に雇用者数と賃金を乗じたものを産業ごとに加える際、分析用産業連関表の雇用者所得に一致する

ように調整計算を行った。)。この雇用者所得行列をもとに、情報職業と非情報職業の雇用者所得に分離した。

　

このうち、粗付加価値額部門については、雇用者所得は、雇用者所得行列を推計したときに想定した情報職業

の雇用者所得と非情報職業の雇用者所得に分割し、固定資本減耗は、民間総固定資本形成の部門計に占める情報

通信関連財の比率を用いて、情報通信関連の固定資本減耗と非情報通信関連の固定資本減耗に分割した。

注１３｢ＯＥＣＤモデル(国内電話)｣について

ＯＥＣＤ国内電話料金バスケット＝固定料金＜年間基本料金十新規加入料1/5＞

　　　　　　　　　　　　　　　

十従量料金＜ＯＥＣＤ設定の利用パターン＞

なお、事務用は、付加価値税抜き、住宅用は付加価値税込みである。

注１４｢ＯＥＣＤモデル(国内専用線)｣について

ＯＥＣＤ専用線料金バスヶツト＝月間従量料金＜ＯＥＣＤ設定の品目、距離別本数＞

注15｢東京モデル｣について

東京携帯電話モデル＝月額基本料十従量料金＜我が国の平均的な利用パターン＞

注16｢企業向けサービス価格指数｣について

＜２-７-２(1)〉

< 2-7-2(2)〉

< 2-7-2(3) >

＜２－フー3〉

　

｢企業向けサービス価格指数｣の昭和60年から9年までの低下率については、昭和60年から9年までの一貫した指

標は存在しないため、昭和60年基準のデータと2年基準のデータを接続している。

　

また、電気通信としての価格指数については、国内電気通信と国際電気通信の価格指数を2年のウェイトで加重

平均している。

　

その結果2年を100とした場合、昭和60年= 108.5、9年= 86.3であり、この期間の価格低下率は、20.46% =

(108.5-86.3)÷108.5×100となる｡



注17「価格低下の効果」について

分析用産業連関表を用いた以下の価格モデルによって算出している、

(Ａ)

(B)

OＰ＝ＰＤ”-'ＸＰＭ'-'

PD=OPXΣ痢＋ｚ4

＜２-ﾌｰ３＞

　

ただし実際には、(Ａ)(B)両式ともに産業の数の式がある。

　　　

ＯＰ＝国内に供給されている財の価格

　　　

ＰＤ＝国内で生産された財の価格

　　　

ＰＭ＝輸入された財の価格

　　　

Ｍ＝輸入比率(ウェイト)

　　　

OPXAA投入比率)＝中間投入(原材料)のコスト

　　　

以＝付加価値のコスト

　

実際の分析では、初期値としてOP=U ＰＤ＝1、PM = ^とし電気通信料金が20.46%低下しか場合には、電

気通信部門のＯＰが0.7954=1 ―1×20.46÷100になったと設定する、

　

その結果、電気通信を使用する他の部門では(Ｂ)式を通じて、国内で生産した財の価格低下が生じる。そして、

(Ａ)式を通じて国内に供給される財の価格が低下するっさらに他の分野では(B)式を通じて国内で生産した財の価

格が低下する。このようにして、電気通信料金という特定の分野の料金が低下することが、他分野の価格の低下

に波及する効果を収束計算により求めている。

注18｢価格低下による実質消費額増大効果(9,300億円)｣について

　

実質消費額の増大効果を計測するために下記(Ｃ)式のような消費関数を推計している、実際には、

ついて各種の消費財別に推計を行っている。

(Ｃ)109(実質消費額)＝α十β109(名目の所得額÷価格水準)

　　　

α、β：係数

＜２･フー３＞

実質消費額に

　

計測では、電気通信料金の価格低下によって、(Ｃ)式右辺の価格水準が低下し、右辺の(名目所得額÷価格水準)

は大きくなる。その結果、左辺の実質消費額は増加する。この増加幅を消費財ごとに計測し合計したものが計測

結果であり、今回の計測では9,300億円となった。

　

9,300億円は昭和60年の我が国の実質GDP345兆円の約0.02％に相当する。

注19「情報通信支出」について ＜２-９-２(３)＞

｢家計調査｣(総務庁)における以下の項目(10年版における名称)の支出合計を｢情報通信支出｣とした。

【ハード・機器】

　

通信機器(電話機、携帯電話、ファクシミリ、無線機、通信機器の部品･付属品

　

等)、テレビ、ステレオセッ

　

ト、パソコン･ワープロ、テレビゲーム、ビデオテープ･レコーダ、ビデオカメラ、オーディオ･ビデオディス

　

ク、テープレコーダ、他の教養娯楽耐久材(ラジオ、複写機、カラオケ機器、ＣＤプレーヤー、電子システム

　

手帳、電子辞書等)

【ソフト・サービス】

　

電話通信料、放送受信料

　

オーディオ・ビデオディスク未使用テープ、オーディオ・ビデオディスク収録済テープ

注２０「自由行動時間」について

｢国民生活時間調査｣(NHK)における自由行動ににに以下が含まれる。

会話・交際(家族・友人・知人・親戚とのつきあい、おしゃべり、電話)

レジャー活動(スポーツ、行楽･散策、趣味・娯楽・教養)

マスメディア接触(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌・マンガ、本、ＣＤ・テープ、ビデオ)

休息

＜２-９-３(３)＞

注
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什卦丿願T

CＡＴＶ事業者アンケート
一一‥
郵政省が＼

＜1-２-４(2)＞

インターネット接続サービスを提供するＣＡＴＶ事業の市場規模等を把握することを目的に行

つたアンケート調査。

ト調査対象：インターネット接続事業を行っているＣＡＴＶ事業者28社

ロ調査時期:10年12月

子調査方法：ファクシミリ

本有効回答数:28(回収率100.0％)

　

ＩＳＰアンケート

　

郵政省が、インターネットサービスプロバイダ(ISP)事業の市場規模等を把握することを目的に行った

アンケート調査。

①調査対象：インターネットマガジン掲載のISP812社

口調査時期:10年12月

号調査方法：郵送

半有効回答数:201 (回収率24.8%)

ＳＯＨＯビジネス現状調査 ＜1-３-２(5)＞

　

テレワーク調査研究会(定平誠、華山宣胤)が、ＳＯＨＯ勤務者に対して行ったアンケート調査。

①調査対象：東京又は千葉において自宅等に職場を構えるＳＯＨＯ勤務者のネットワーク団体(3団体)の

　　　　　　　　

会員2,150人

･゛2･卯

了調査方法：電子メールで調査協力を依頼、電子メール又はファクシミリにより回収

≠有効回答数:134

　

※分析対象は100(未回答の多いもの等を除いた回答サンプル)

ニＷＷＷコンテンツ調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜1-序-２、1－コラム３〉

　

郵政省郵政研究所が、ＷＷＷ上のコンテンツの分析を目的として、統計用ロボット型サーチェンジン

｢Loki｣を用いて実施した調査。

①調査対象：インターネットのリンクをたどってアクセスできる､｢｡｣pドメイン｣のＷＷＷサーバとそのファイル

ご調査時期：第1回調査

　

10年2月10日～2月26日

　　　　　　　　

第2回調査

　

10年8月３日～9月７日

　　　　　　　　

第3回調査

　

11年2月16日～3月11日

才調査方法：ロボット型サーチェンジン｢Loki｣により、インターネット上のリンク情報やファイル情報

　　　　　　　　

の収集･蓄積等を実施

　

サイバースペース･ジャパン(CSJ)が，ＷＷＷ利用者及びその環境等について，

実施しているアンケート調査。

ｔ調査対象：インターネットＷＷＷ利用者(ＣＳＪインデックスの利用者)

2=調査時期：第6回調査

　

1997年6月

　　　　　　　　

第7回調査

　

1997年１月

　　　　　　　　

第8回調査

　

1998年6月

　　　　　　　　

第9回調査

　

1998年12月

了調査方法：オンラインアンケート

４有効回答数：第6回調査

　

7,276

　　　　　　　　

第7回調査

　

4,622

　　　　　　　　

第8回調査

　

4,208

　　　　　　　　

第9回調査

　

4,125

1995年7月以来定期的に



・対ぎ二二………

ＷＷＷユーザー調査
一 一

＜1 ･３-1(1)＞

　

米国ジョージア工科大学が,ＷＷＷやインターネット利用者に関して. 1994年1月以来実施しているアンケート調査，

①調査対象：インターネットＷＷＷ利用者

②調査時期：第7回調査

　

1997年４月10日～5月10日

　　　　　　　　

第8回調査

　

1997年10月10日～11月16日

　　　　　　　　

第9回調査

　

1998年４月10日～５月15日

　　　　　　　　

第10回調査1998年10月10日～12月15日

③調査方法：オンラインアンケート

④有効回答数(米国の性別について):

　　　　　　　　

第7回調査

　

15,676

　　　　　　　　

第8回調査

　

8,510

　　　　　　　　

第9回調査

　

10,624

　　　　　　　　

第10回調査

　

4,254 (米国の年齢については，4,178)

　

インターネット・アクティブ・ユーザー調査

　　　　　　　　　　　

＜１ -３-１(１)，１-５-２(１)(３)＞

　

日経マルチメディアが，インターネット利用者の属性や利用状況等について. 1995年12月以来継続し

て実施しているアンケート調査。

①調査対象：インターネットＷＷＷ利用者

②調査時期：第4回調査

　

1997年５月27日～6月９日

　　　　　　　　

第5回調査

　

1997年11月19日～12月２日

　　　　　　　　

第6回調査

　

1998年５月21日～6月３日

　　　　　　　　

第7回調査

　

1998年11月18日～12月２日

③調査方法：オンラインアンケート

④有効回答数(性別について):

　　　　　　　　

第4回調査

　

8,657

　　　　　　　　

第5回調査

　

5,264

　　　　　　　　

第6回調査

　

4,532

第7回調査 8,726 (年齢については8,759、インターネットに対する不満や不安に関しては

8,737、インターネットショッピングに対する不安に関しては8,699)

インターネット関連ビジネス調査 ＜1-２･５(1)(２)＞

　

郵政省がインターネット関連ビジネスの市場規模等を把握することを目的に行った調査。

①調査対象：インターネット接続端末市場、インターネット構築関連ビジネス市場及びインターネット周辺

　　　　　　　

ビジネス市場

②調査時期:10年12月

③調査方法：既存文献による各種資料調査、有識者ヒアリング、｢インターネットコマース調査｣｢通信

　　　　　　　

利用動向調査｣(ともに郵政省)等による。

インターネットコマース調査 ＜1 -2-1 、1-２･2(1)～(３)、1･２-３(1)＞

　

郵政省がインターネットコマースの市場規模等を把握することを目的に行った調査。Ｕ下の3つの調査

によって構成される。

(1)インターネットコマース最終消費財分野に関するアンケート調査

①調査対象：インターネットコマース最終消費財分野で事業を行う事業者又は個人

②調査時期:10年11～12月

③調査方法：電子メールで調査協力を依頼、回答者は調査会社のホームページ上に掲載したアンケー

　　　　　　　　

ト調査票に回答

④有効回答数:875 (回収率16.5%)

(2)インターネットコマース最終消費財分野に関する補足調査

①調査対象：インターネットコマース最終消費財分野で事業を行い､過去2年間にその内容等が新聞･雑誌等の
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記事に取り上げられたことがある大手事業者(ただし上記アンケートに回答した事業者を除く。)

2=調査時期:11年1月

３調査方法：電話及びファクシミリによるアンケート

４有効回答数:30(回収率62.5%)

(3)インターネットコマース原材料取引分野に関するアンケート調査

１調査対象：インターネットコマースを用いた原材料取引を行い、過去2年間にその内容が新聞･雑誌

　　　　　　　

等の記事に取り上げられたことがある大手事業者

･2=調査時期:10年1月

子調査方法：電話及びファクシミリによるアンケート

ぐ有効回答数：47(回収率55.3%)

●インターネット利用状況調査
-一一

＜1 -3-1 (1)～(４)、1-３･２(４)＞

　

郵政省が，生活場面におけるインターネット活用状況等の把握を目的として行ったアンケート調査。

干調査対象：インターネット利用者2,035人

　　　　　　　

｢iMiネット｣全国サンプルから年代別・属性別無作為抽出

賃調査時期:10年12月ア日～12月14日

才調査方法:[iMiネット]を使用した電子メール

う有効回答数:1,667(回収率81.9%)

●ウェッブ・ユーザー・アンケート調査
－

　

ヤフージャパンが. 1996年9月以来継続的に実施しているアンケート調査。

巾調査対象：インターネットＷＷＷ利用者

口調査時期：第3回調査

　

1997年6月18日～6月30日

　　　　　　　　

第4回調査

　

1998年1月26日～2月10日

　　　　　　　　

第5回調査

　

1998年8月31日～9月15日

　　　　　　　　

第6回調査

　

1999年1月25日～2月７日

子調査方法：オンラインアンケート

メ有効回答数：第3回調査

　

18,771

　　　　　　　　

第4回調査

　

24,661

　　　　　　　　

第5回調査

　

21,139

　　　　　　　　

第6回調査

　

24,110

●オンライン人材開発ニーズアンケート
一一

<l-3-Ul)〉

<l-2-5(フ)〉

　

PHOENIX推進協議会が実施した調査。同協議会は、光ファイバネットワークを利用した新しいマルチ

メディアビジネスに関心を持つ企業、団体等により構成された任意団体で、事務局をＮＴＴに置き、9年12

月から11年3月まで活動を行った。

１調査対象:250社(業種、従業員数はさまざま)

ご調査時期:10年11月

子調査方法：郵送

み有効回答数:65社(回収率26.0%)

一蓄学術研究および科学技術分

　

－ - -
野に

-

おけるインターネット利用に関するアンケート調査

　　

＜1･４･４〉
一一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一

　

(社)日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が、学会及び研究室を対象に、インターネ

ットの利用環境及び利用の実態について行ったアンケート調査。

１調査対象：学会については平成10年度日本学術会議に登録されている全学術研究団体から抽出(抽出

　　　　　

tjjj｡｡ ゝ　~一一●　ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　

ミJ｢･･1mゝJ●FII

　　　　　　　　

数1,364｣。研究室については平成9年度に実施されていた文部省科学研究費補助金採択課

　　　　　　　　

題のプロジェクトリーグから抽出(抽出数1,011)。

2一調査時期:10年8月

３調査方法：調査票を対象者に郵送レ同時にJPNICのホームページ上に質問を掲載レ回答者は調査

　　　　　　　　

票に記入の上、郵送にて返送するか、あるいはホームページ上にて回答
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４有効回答数：学会470 (回収率34.5%)、研究室295 (回収率29.6%)

轡機器利用調査(情報機器の個人利用に関する郵送調査)
-

　

郵政省が，生活場面における情報機器活用状況等の把握を目的として行ったアンケー

丁調査対象：全国15～69歳の男女1,500人(首都圏415/阪神圏190／その他895)

　　　　　　　

大規模標本抽出枠から年代別層化割当無作為抽出

２調査時期:10年11月18日～12月４日

可調査方法：郵送

年有効回答数:1,004(首都圏297／阪神圏129／その他578八回収率66.9%)

魯金融オンラインサービスの利用動向調査
-

　

電通が､インターネットユーザーにおける金融オンラインサービスの利用状況とその利用者属性を明らかにし、

オンラインサービスの今後の利用拡大の可能性とそのための問題点､課題を探ることを目的に行った調査、

干調査対象:20～59歳のインターネット利用者5,000人

　　　　　　　

電通サイバープラットフォームのパネルリストから無作為抽出

②調査時期:10年11月

了一調査方法：電子メール

≠有効回答数:1,177(回収率23.5%)

参高齢者・障害者アンケート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜1-５-２(５)＞

　

郵政省と厚生省の共同開催による｢ライフサポート(生活支援)情報通信システム推進研究会｣が、10年1

～2月に行ったアンケート調査で、以下の4調査により構成される。

(1)障害者郵送調査

①調査対象：障害者団体(全5団体)の2700人

②調査時期:10年1月10日～2月20日

③調査方法：団体を通じて配布、郵送回収

④有効回答数:1,416(回収率:52.4%)

(2)障害者E-mailアンケート調査

①調査対象：パソコン通信会員及びインターネットメーリングリスト参加者

玉調査時期:10年1月30日～2月28日

③調査方法：パソコン通信の電子掲示板・電子会議室、メーリングリスト、個別の電子メールを活用

　　　　　　　

して配布、電子メールにより回収

④有効回答数:61

(3)高齢者郵送調査

①調査対象:65歳以上の男女1,200人(東京都中野区、静岡県静岡市、茨城県日立市の各地域400人)

　　　　　　　

住民基本台帳より無作為抽出

②調査時期:10年1月７日～2月20日

斗調査方法：郵送

す･有効回答数:465 (回収率38.8%)

(4)高齢者E-mailアンケート調査

①調査対象：パソコン通信会員及びインターネットメーリングリスト参加者

②調査時期:10年1月30日～2月28日

旬調査方法：パソコン通信の電子掲示板･電子会議室、メーリングリスト、個別の電子メールを活用し

　　　　　　　

て配布、電子メールにより回収

号……･有効回答数:53

●視聴覚障害者向け放送の実態調査

郵政省が、字幕放送、
一一一

　　

-

　　

-‥-

　　

-
手話放送及び解説放送の実施状況の把握を目的として行った調査，昭和60年度か

ら継続的に実施。 10年度の調査概要は以下のとおり。
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〕ﾚ調査対象：標準テレビジョン放送を行う地上放送事業者(ＮＨＫ及び民間放送事業者)126社

こ調査時期:10年ｱ月27日～8月２日

こ調査方法：郵送又はファクシミリ

与有効回答数:127(回収率100.0％)

⑤調査内容：

・事業者数：該当する放送を継続的に行っている事業者数

・放送時間：調査期間串における該当する放送時間数

　

情報流通センサス調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜２-10-1、2-10･2＞

　

郵政省が､各種メディアによる情報流通を共通の尺度で計量レ時系列的に情報流通の実態を総合的かつ定量

的に把握する目的で実施している調査。地域的な情報流通の定量的把握を行う地域別情報流通センサスも実施。

①調査対象:81メディア(資料33参照)

②調査時期:10年2～12月

　

地方公共団体アンケート

　　　　　　　　　　　　　　

<1-4-2(1)～(５)、1-4-5、２-９･4(2) >

　

郵政省がく地方公共団体におけるインターネットの利活用状況の実態把握を目的に行ったアンケート調査。

①調査対象：全国3,302の地方公共団体(47都道府県. 2,232市町村，23特別区)

②調査時期:10年12月

③調査方法：郵送

④有効回答数:2,281(回収率69.1%)

通信産業等実態調査 ＜２-２-1(２)、2-2-3、２-８･２＞

　

郵政省が電気通信事業及び放送事業における売上高、設備投資等の実態を把握することを目的に実施してい

る承認統計調査。通信産業等実態調査は6年度から､通信産業設備投資等実態調査は元年度から実施している。

①調査対象：電気通信事業及び放送事業を営む事業者。ただし第一種電気通信事業、特別第二種電

　　　　　　　

気通信事業及び民間放送事業は全事業者を、一般第二種電気通信事業は資本金3,000万円

　　　　　　　

以上の株式会社のみを、ケーブルテレビ事業は引込端子数1万以上の株式会社のみを調査

　　　　　　　

対象としている。

②調査時期:10年12月

号調査方法：郵送

圭有効回答数:1,157(回収率60.2%)

　

通信利用動向調査

　　　

一一一
(1)世帯対象調査

　

郵政省が，郵便・電気通信・放送サービス利用の諸実態とその動向及びメディア間の相互関係の把握を

目的として，2年度から実施している承認統計調査。

①調査対象：全国の世帯主が満20歳以上の6,400世帯

②調査時期:

　

6年度

　

9～10月

　　　　　　　　

7年度

　

9～10月

　　　　　　　　

8年度

　

10月

　　　　　　　　

9年度

　

10月

　　　　　　　　

10年度

　

11月

号調査方法：郵送

こ有効回答数:

　

6年度

　

4,129(回収率64.5%)

　　　　　　　　

7年度

　

4,544(回収率ｱ1.0%)

　　　　　　　　

8年度

　

4,159(回収率65.0%)

　　　　　　　　

9年度

　

4,443(回収率69.4%)

　　　　　　　　

10年度

　

4,098(回収率64.0%)

(2)事業所対象調査

　

郵政省か，郵便・電気通信・放送サービス利用の諸実態とその動向及びメディア間の相互関係の把握を
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2ｱｱ

目的として，2年度から実施している承認統計調査。

①調査対象:全国の常用雇用者規模が5人以上の事業所(日本標準産業分類の郵便業及び通信業を除<つ

　　　　　　　

5,600事業所。

②調査時期：世帯対象調査と同じ。

③調査方法：郵送

④有効回答数:

　

6年度

　

4,053(回収率72.4%)

　　　　　　　　

7年度

　

4,174(回収率74.5%)

　　　　　　　　

8年度

　

4,244(回収率75.8%)

　　　　　　　　

9年度

　

4,352(回収率77.7％)

　　　　　　　

10年度

　

4,010(回収率71.6%)

(3)企業対象調査

　

郵政省が，企業における通信ネットワークの利用実態及び利用意向等の把握を目的として，5年度から

実施している承認統計調査。

①調査対象:企業常用雇用者規模loo人以上の企業(日本標準産業分類の農･林･漁業及び鉱業を除O

　　　　　　　

3,000社。9年度以前は企業常用雇用者規模300人以上の企業2,400社。

②調査時期：世帯対象調査と同じ

③調査方法：郵送

④有効回答数:

　

6年度

　

調査を実施していない

　　　　　　　　　

7年度

　

1,705(回収率85.3%)

　　　　　　　　　

8年度

　

1,943(回収率80.9％)

　　　　　　　　　

9年度

　

1,989(回収率82.9%)

　　　　　　　　

10年度

　

2,108(回収率70.3％)

言働く女性のインターネット利用に関する調査

　

郵政省が｢日本ビーフ協議会｣等の協力を得てフルタイムで働く女性を対象に今後のインターネット活用

について行ったアンケート調査。

①調査対象：働く女性の団体である｢日本ビーフ協議会｣会員等

②調査時期:11年11～12月

③調査方法：｢日本ビーフ協議会｣会員に対して調査票を三部ずつ配布した後、会員が知人のフルタイ

　　　　　　　

ムで働く女性に一部ずつ配布(配布数:1,100)。回答者からは郵送で調査票を回収。

④有効回答数:717(回収率65.2%)

=不平成９年度電気通信サービスモニターに対する第２回アンケート調査

　　　　　　　

＜１-5-1 (２)＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

‥

　　　

一

　

一一

　　

－

　

郵政省が、電気通信サービスの利用をめぐる諸問題について、利用者の意見・要望を幅広＜聴取するこ

とを目的に行ったアンケート調査。

①調査対象：全国の電気通信サービスモニター(電気通信サービスに関心がある満20歳以上の男女汪000人

②)調査時期:9年12月16日～12月26日

③調査方法：郵送

④有効回答数:962 (回収率96.2%)

　　　　　　　

うちインターネット、パソコン通信利用者数268

巻リクルート調査(リクルートにおける企業のインターネット活用に関する調査)

　

＜１-３･２(３)＞

　

郵政省が､企業の採用活動におけるインターネット活用状況の把握を目的として行ったアンケート調査

①調査対象：関東・関西の一部上場企業409社

②調査時期:10年11月～11年1月

③調査方法：郵送

④有効回答数:100

　

※分析対象は93(ホームページに採用情報を掲載する企業からの回答サンプル)


